
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久 留 米 市  

 

事 業 所 税  

  申 告 の 手 引 き 



１ 

 

事業所税を申告される皆様へ 

  

  平素より、本市税務行政につきまして格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

   事業所税は、都市環境の整備や改善に必要な財源を確保するための目的税で、昭和 50 年に 

創設されました。人口 30 万人以上の都市等に対し課税が義務付けられており、一定規模以上 

の事業を営む法人または個人に課税されます。事業所の事業活動の外形的な規模に応じて課税 

される仕組みで、事業者が自主的に申告し納付していただく、申告納付制度を採用しています。 

 この「事業所税の手引き」では、事業所税の課税のしくみと申告の方法について、基本的な 

内容を掲載しています。事業所税の申告書を作成する際に参考としてください。 
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第一部 事業所税の概要 

  １ 事業所税とは 

    私たちが暮らす都市には、道路、ごみ処理、公害防止、上下水道、公園、学校や図書館など 

都市基盤の整備や改善を要する財政需要が多く存在します。事業所税は、そうした都市地域に 

おける行政サービスと企業活動の受益関係に着目し、その都市地域に所在する事務所・事業所 

等に対して「事業所床面積」及び「従業者の給与総額」という一定の外形標準を対象に課税す 

る仕組みになっています。 

事業所税の使途については、法第 701 条の 73 に規定されており、都市環境の整備事業、公 

害防止事業、防災に関する事業など都市行政におけるほとんど事業にあてられます。 

    久留米市では、平成 22 年 8 月 1 日から事業所税を課税しています。 

 

 

  ２ 事業所税の課税団体 

     事業所税の課税団体は次の 77 団体です。（令和５年 4 月 1 日現在） 

① 東京都（特別区の区域に限る。） 

    ② 地方自治法第 252 条の 19 第 1 項の市（20 市） 

      札幌市 仙台市 新潟市 千葉市 さいたま市 横浜市 川崎市 相模原市 静岡市 

 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市  

福岡市 熊本市 

    ③ 首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市（3 市） 

      川口市 武蔵野市 三鷹市 

    ④ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市（5 市） 

      守口市 東大阪市 尼崎市 西宮市 芦屋市 

    ⑤ 人口 30 万人以上の政令で指定する市（48 市） 

     （北海道地方）旭川市  

（東北地方） 秋田市 郡山市 いわき市  

（関東地方） 宇都宮市 前橋市 高崎市 川越市 所沢市 越谷市 市川市 船橋市  

松戸市 柏市 八王子市 町田市 横須賀市 藤沢市  

（中部地方） 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 春日井市 豊田市  

一宮市 四日市市  

（近畿地方） 大津市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 姫路市 明石市 奈良市  

和歌山市  

（中国地方） 倉敷市 福山市  

（四国地方） 高松市 松山市 高知市  

（九州・沖縄地方）久留米市 長崎市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 
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３ 事業所税の構成 

     事業所税は、「資産割」と「従業者割」から構成され、どちらか一方でも該当すれば、 

    事業所税が課税されます。 

 

区 分 資 産 割 従 業 者 割 

課税対象 久留米市内にある事業所等において法人又は個人が行う事業 

納税義務者 久留米市内にある事業所等において事業を行う法人又は個人   

課税標準 事業所床面積（㎡） 従業者給与総額（円） 

税 率 1 ㎡につき 600 円 従業者給与総額の 100 分の 0.25 

申告義務 

市内の事業所等の合計家屋床面積 

(非課税部分を除く)が 

800 ㎡を超える場合 

市内の合計従業者数が 

80 人を超える場合 

免税点 

市内の事業所等の合計家屋床面積(非

課税部分を除く)が 1,000 ㎡以下 

市内の事業所等の合計従業者数が(非

課税に係る者を除く)100 人以下 

 

・課税標準の算定期間の末日の現況で判断します。 

・資産割または従業者割のいずれか一方だけが免税点を超え、他方が免税点以下となった

場合は、免税点を超えたものについて単独で申告納付が必要になります。 

・事業を行う法人または個人が免税点以下であっても、みなし共同事業に該当することに

より免税点を超える場合があります。 

 

申告方法 申告納付（納税義務者が課税標準や税額を計算して納めます） 

申告納付期限 
法人 事業年度終了の日から 2 ヶ月以内 

個人 事業を行った年の翌年の 3 月 15 日まで 
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４ 事業所税の課税の流れ   

 

 【 資 産 割 】 

 

 

            あ  る                な  い 

   [久留米市内の全事業所の床面積を合計してください] 

 

 

    

     ［事業所床面積が 800 ㎡を超えますか？］ 

 

 

  超える        超えない 

      

      

 

 [(事業所床面積－非課税床面積)が 1,000 ㎡を超えますか？]    

 

 

超える         超えない  

 

 

      

     [特例施設がありますか？] 

 

 

    な  い      あ  る            

［特例施設床面積に特例割合を乗じて控除床面積を求めます] 

 

       

 

 事業所床面積 － 非課税床面積 － 控除床面積 ＝ 課税標準床面積                                

              

 

  [各床面積を申告書の各欄に記入してください] 

 

 

課税標準床面積×600 円＝資産割額 

久留米市内に事業所等がありますか？ 

申告義務の判定 

資産割は課税されません 

 

課税対象となります 

 

次の算式で課税標準床面積を求めます 

税額の計算 

免税点の判定 

課税されませんが申告義務があります 

※ただし、みなし共同事業に該当する場

合は申告納付が必要なことがあります。 
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 【 従 業 者 割 】      

 

  

            あ る                   な い 

    [決算期末日(個人の場合は 12 月末時点)での久留米市 

内の全事業所の従業者数を合計してください］ 

 

 

      ［従業者数が 80 人を超えますか？］ 

 

 

      超える        超えない 

 

 

 

[(従業者数－非課税従業者数)が 100 人を超えますか？] 

 

超える        超えない 

 

 

                 

[特例施設に係る従業者、特例対象従業者がいますか？] 

 

     いない       い る 

           [特例に係る従業者給与総額に特例割合を乗じて控除従業者給与総額を求めます] 

 

 

 

 

     従業者給与総額 － 非課税従業者 － 控除従業者  ＝  課税標準従業者  

               給与総額     給与総額      給与総額 

                               

               

[各従業者給与総額を申告書の各欄に記入してください] 

 

 

                 

課税標準従業者給与総額×100 分の 0.25＝従業者割額 

久留米市内に事業所等がありますか？ 

免税点の判定 

課税されませんが申告義務があります 

 

 課税対象となります 

 

次の算式で課税標準従業者給与総額を求めます 

税額の計算 

申告義務の判定 

従業者割の申告義務はありません 

※ただし、みなし共同事業に該当する場

合は申告納付が必要なことがあります。 
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第二部 事業所税の課税対象等 

 

 １ 課税対象  

    事業所税の課税対象は、市内の事務所又は事業所（以下「事業所等」といいます。）において   

   法人又は個人の行う事業です。[法 701 の 32①] 

 

（１） 事業とは 

物の生産、流通、販売、サービスの提供などに係る全ての経済活動をいいます。 

従って、事業所等の区画内において行われるものにとどまらずその区画外で行われるも  

の、例えば、セールス活動なども含まれます。 

     なお、市内の事業所等において行われる事業は、事業を行う者の本来の事業の取引に関 

するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事 

業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事業所 

等として取り扱われます。[通知第 1 章 6（1）] 

 

（２）事業所等の範囲 

事業所等とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要性か 

ら設けられた人的設備及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい 

ます。[通知第 1 章 6（1）] 

 従って事業所等には事務所、店舗、工場等のほかこれらに付属する倉庫、材料置場、作業場、

ガレージなどが含まれます。  

また、無人倉庫など、人的設備を欠く設備でそれらを管理する事務所等が市外にある場合で

あっても、課税の対象となります。 

 

 

    ※事業所等に該当しないもの  

① 社宅、社員寮などの住宅 

   人の居住の用に供する住宅は、事業所等に該当しません。 

 

② 設置期間が 2～3 ヶ月程度の現場事務所、仮小屋など 

       事業所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続 

性を持つ必要があります。 

 ただし、店舗の建替えのために設けられた仮店舗等については、事業の継続性が認 

められるので、事業所等に該当します。 
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 ２ 納税義務者  

   事業所税の納税義務者は、市内の事業所等において事業を行う法人又は個人です。 

                                      [法 701 の 32①] 

 

 ➀ 貸ビル等 

    貸ビル等にあっては、その所有者ではなく、その全部又は一部を借りて現実にそこで事業 

を行っている者（テナント）が納税義務者となります。［通知第 9 章 3（4）ア］ 

 

② 人格のない社団等 

     法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの（人格のない社団等）は、 

法人とみなされ、収益事業を行う範囲において納税の義務を負うことになります。 

[法 701 の 32③・法 701 の 34②] 

 

 ③ 清算中の法人の場合 

     清算中の法人も、その清算の業務を行う範囲内において、事業を行う法人と認められる 

ため、その範囲において納税の義務を負うことになります。[通知第 9 章 3（4）ア] 

 

 

 ④ 実質課税の原則 

     法律上事業所等において事業を行うと認められる者が単なる名義人であって、他の者が 

事実上その事業を行っていると認められる場合には、事実上その事業を行っているものが 

納税義務者となります。[法 701 の 33] 

 

 

⑤ 共同事業 

     ２以上の者が共同して事業を行っている場合、各共同事業者の課税標準は個々に算定し 

ますが、各々連帯して納税の義務を負うことになります。[法 10 の 2①] 

 

 

⑥ 共同事業とみなされる事業（みなし共同事業） 

     親族その他の特殊の関係にある個人又は同族会社など、特殊関係者を有する者がある場 

合には、当該特殊関係者が行う事業について一定の特別の事情があるときは、当該事業は、 

その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなされます。[法 701 の 32②] 
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 ３ 課税標準  

 

（１）資産割の課税標準 

資産割の課税標準は、課税標準の算定期間の末日現在における久留米市内の全ての事業所等の

合計事業所床面積です｡ 

また、課税標準の算定期間の中途における事業所等の新設・廃止の場合や課税標準の算定 

期間の月数が 12 ヶ月に満たない場合については月割計算等の方法によります。 

[法 701 の 40①] 

 

① 課税標準の算定期間 

 

 

 

 

 

 

 

                   

［法 701 の 31①（7）（8）、通知第 9 章 3（6）ア] 

                     

  

② 事業所床面積 

ア）事業所床面積とは、事業所用家屋の延床面積をいいます。[法 701 の 31①（4）] 

イ）事業所用家屋とは、家屋の全部又は一部で人の居住用以外のもので、現に事業所等 

  の用に供しているものをいいます。[法 701 の 31①（6）] 

     ウ）家屋とは、固定資産税における家屋で、不動産登記法上の建物と同意義です。 

       従って、登記の有無にかかわらず、登記簿に登記されるべき家屋をいいます。 

[法 341①（3）] 

 エ）自己所有であるか賃貸かを問わず、使用している者の事業所として取扱います。 

 オ）事業所床面積は、原則的には実測面積によりますが、固定資産課税台帳上の面積が 

実測面積と同様と思われる場合は、その面積を事業所床面積として申告していただ 

いて差し支えありません。 

     カ）事業所床面積の計算は、各階ごとに、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平 

       投影面積により、平方メートル（㎡）を単位として計算し、1 ㎡の 100 分の 1 未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てます。具体的には不動産登記法の例によります。 

 

 

 

区分 算定期間 

法人の場合 事業年度 

個人の場合 

原則 1 月 1 日から 12 月 31 日 

年の中途で事業を廃止した場合 1 月 1 日から廃止の日まで 

年の中途で事業を開始した場合 開始の日から 12 月 31 日まで 

年の中途で事業を開始し、その 

年の中途で事業を廃止した場合 
開始の日から廃止の日まで 
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③ 共用部分 

 

ア） 共用部分とは、１つの家屋を２つ以上の事業者が使用する場合に共同して使用 

されている部分をいいます。 

例えば、貸ビルを共同して使用する場合、エントランスホール、廊下、階段、 

共用トイレ、エレベーター室、エレベーター前ホール、機械室、電気室等がこれ 

に該当します。 

 なお、管理要員室、管理用品倉庫等の管理のための施設は、一般的には貸ビル業 

者の施設として取扱います。 

 

 

     イ）共用部分がある場合、各事業者の事業所床面積は次の算式で求めます。[令 56 の 16] 

 

 

 ＝ ＋ × 

 

 

 【共用部分の計算例】 

 

  

 

 

 

 

 

 

  （計算式） 

   Ａ社の事業所床面積＝1,500 ㎡＋[800 ㎡×{1,500 ㎡÷（1,500 ㎡＋1,000 ㎡）}]＝1,980 ㎡ 

   Ｂ社の事業所床面積＝1,000 ㎡＋[800 ㎡×{1,000 ㎡÷（1,500 ㎡＋1,000 ㎡）}]＝1,320 ㎡ 

   確認：建物の延床面積（Ａ社＋Ｂ社）＝1,980 ㎡＋1,320 ㎡＝3,300 ㎡ 

     ※Ｂ社が住宅又は空室の場合でも、専用部分として計算するため、Ａ社の事業所床面積 

は上記と変わりません。 

     ※数階ビルの場合でも、各階ごとの計算とはならず、全ての階の専用部分と共用部分を 

まとめて計算・按分を行います。 

 

 

 

 

 

空 調  

機械室 
トイレ 

階

段 

 

 

 

 

 

 

Ｂ社 

1,000 ㎡ 

廊   下 

Ａ社 

1,500 ㎡ 

（床面積内訳） 

・建物の延床面積：3,300 ㎡ 

・Ａ社の専用面積：1,500 ㎡ 

・Ｂ社の専用面積：1,000 ㎡ 

・共用部分の面積： 800 ㎡ 

 … 階段、トイレ、空調機械室、廊下 

当該事業所の 

事業所面積床 

共用部分の

床面積 

 

当該事業所の

専用部分の 

床面積 

当該事業所の専用部分の床面積 

共用部分を共用する全事業者の 

専用部分の合計床面積 
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④ 課税標準の算定期間の月数が 12 ヶ月に満たない場合 

 6 ヶ月決算法人、年の中途で事業を開始又は廃止した法人又は個人など、課税標準の 

算定期間が 12 ヶ月に満たない場合の課税標準となる事業所床面積は、次の算式で求めます。 

［法 701 の 40①］ 

 

 ＝ × 

 

 

     なお、課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1 ヶ月に満たない端数が生じた 

ときは、これを 1 ヶ月とします。［法 701 の 40③］ 

 

⑤ 月割計算 

課税標準の算定期間の中途で事業所等を新設・廃止した場合 

 

◎ 課税標準の算定期間の中途で新設又は廃止された事業所等に係る課税標準は、それ 

ぞれ次の算式により月割で求めます。 

      事業所等の新設・廃止とは、支店を新規に開設した場合や、店舗を廃止した場合です。 

      従って、同一敷地内に建物を新設したり、一部取り壊したりした場合などは、事業所           

等の新設・廃止にあたらず、月割計算は適用されません。 

また、算定期間の開始日に新設された事業所等は中途の新設にあたらないため、月割 

計算は適用されません。 

 

◎ 事業所等の廃止により、課税標準の算定期間の末日において、市内の他の合計事業所 

 床面積が免税点以下である場合には課税されません。 

 当該期間の末日において市内に所在する他の事業所等の合計床面積が免税点を超える 

場合は、廃止された事業所等についても、月割計算のうえ課税標準に算入します。 

 

ア）課税標準の算定期間の中途で新設された事業所等［法 701 の 40②(1)］ 

 

 

 × 

 

 

イ）課税標準の算定期間の中途で廃止された事業所等[法 701 の 40②(2)] 

 

 

 × 

 

 

事業所 

床面積 

課税標準の算定期間末日 

現在の事業所床面積 

 

課税標準の算定期間の月数 

12 月 

課税標準の算定期間末日

における事業所床面積 

新設の日の属する月の翌月から標準課税の 

算定期間の末日の属する月までの月数 

標準課税の算定期間の月数 

 

廃止の日における 

事業所床面積 

標準課税の算定期間の開始の日の属する月

から廃止の日の属する月までの月数 

標準課税の算定期間の月数 
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ウ）課税標準の算定期間の中途で新設され中途で廃止された事業所等[法 701 の 40②(3)] 

 

 

 × 

 

 

           

    注意１：「新設」の日とは、当該業務の準備期間も課税客体としての事業に含む 

ことから、営業開始の日ではなく、原則として物件の取得日、賃貸借契約 

の開始日等となります。      

注意２：上記④⑤の事業所床面積は、非課税及び課税標準の特例を適用した後の 

床面積です。 

 

 

⑥ 事業所等が久留米市の区域とその他の市町村の区域にまたがって所在する場合の 

事業所床面積 

          事業所等が久留米市とその他の市町村の区域にまたがって所在する場合は、その事業 

         所のうち久留米市内に所在する部分の事業所床面積が対象となります。[令 56 の 50] 

 

   ⑦ 休止施設等がある場合 

     事業を休止している場合の休止している部分に係る床面積（区画されていることが必 

要）については、課税標準の算定期間の末日まで連続して６ヶ月以上休止の状態にある 

ことが認められれば、課税標準の床面積には算入しなくても良いことになっています。 

 ただし、免税点の判定にあたっては、当該休止している部分の床面積も算入して判定 

することになります。 

 この休止施設には、物置など他の用途に供されている場合や、現に事業を行っていな 

い場合であっても、事業に供するための施設の維持補修が行われており、いつでも使用 

ができる状態にあるような遊休施設や断続的な休止（季節的休止）は含まれません。 

なお、事業所税は現に事業の用に供するものについて課税をしますから、老朽化や破 

損等により使用されず、将来的にも使用する予定のない廃棄同然のものについては、課 

税の対象とはなりません。 

 

   ⑧ 課税標準の算定期間の中途で事業所等の拡張又は縮小があった場合 

      課税標準の算定期間の中途での一の事業所等における事業所床面積の拡張又は縮小 

    （貸しビル等の借増し又は一部解除や、同一敷地内の事業所等の新築・増築又は取壊し 

     等により事業所床面積に異動が生じた場合）は、床面積の異動ですから、月割計算は行 

     いません。（課税標準の算定期間末日現在の床面積が課税標準となります。） 

      同一の敷地又は同一の建物に複数の事務所・店舗・工場・倉庫等がある場合、それら 

     を合わせて一の事業所等となります。 

廃止の日における 

事業所床面積 

新設の月の属する月の翌月から 

廃止の日の属する月までの月数 

課税標準の算定期間の月数 
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（２）資産割の計算例 

 

計算例 No,１ 課税標準の算定期間の月数が 12 ヶ月に満たない場合 

 

       

    ここでは、年の中途で事業を開始又は廃止した法人の例を説明します。 

この場合、課税標準の算定期間は、「事業の開始の日から事業年度の終了の日まで」、 

又は「事業年度開始の日から事業の廃止の日まで」となります。 

 

算定期間の月数は、暦にしたがって計算し、１ヶ月に満たない端数が生じたときは、これを 

切り上げ 1 ヶ月とします。 

 

   【新 設】 事業を初めて開始し、1 年未満で決算を迎えた事例 

 

    ア）10 月 15 日に開業したＡ社が、市内に工場を新設したとき。 

     （決算：3 月 31 日 開業及び工場新設：10 月 15 日 工場床面積：3,000 ㎡） 

  

      （算定期間：10/15～3/31） 

    10／15           3／31    

 

   （開業） 

   工場 3,000 ㎡ 

  

 

 

【廃 止】 算定期間の中途で、事業そのものを終了した事例 

 

    イ）10 月 15 日に廃業したとき。 

     （決算：3 月 31 日 廃業及び工場廃止：10 月 15 日 工場床面積：3,000 ㎡） 

 

 

      （算定期間：4/1～10/15）           

     4／1            10／15 

 

                 （廃業） 

   工場 3,000 ㎡ 

 

 

 

算定期間の末日現在（3 月 31 日）、免税

点を超えているため課税になります 

（計算月） 10 月～３月 

（課税標準となる事業所床面積） 

3,000 ㎡×6 月／12 月＝1,500 ㎡ 

 

算定期間の末日現在（10 月 15 日）、免

税点を超えているため課税になります 

（計算月） 4 月～10 月 

（課税標準となる事業所床面積） 

3,000 ㎡×7 月／12 月＝1,750 ㎡ 
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計算例 No,２ 既設事業所内で事業所用家屋を新築(拡張)又は取り壊した(縮小)場合  

   

 

     ここでは、事業所内の一部家屋を新築又は取り壊した法人の例を説明します。 

この場合、事業所内における床面積の異動に当たるため、事業所の新設（廃止）には 

該当せず、課税標準の算定期間末日現在の事業所床面積が課税標準となります。 

 

 

【拡 張】 市内に事業所のあるＡ社が、10 月 1 日に同一敷地内に倉庫を新築したとき。 

     （決算：3 月 31 日 倉庫新築日：10 月 1 日 事業所：1,500 ㎡ 新築倉庫：500 ㎡） 

 

      （算定期間：4/1～3/31）         

    4／1     10／1     3／31    

 

  （事業所） 

   1,500 ㎡  （倉庫新築） 

           500 ㎡ 

 

 

   【縮 小】 市内に事業所のあるＡ社が、10 月 1 日に同一敷地内にある倉庫を取り壊したとき。 

     （決算：3 月 31 日 倉庫を取り壊した日：10 月 1 日 事業所：2,000 ㎡ 倉庫：500 ㎡） 

 

      （算定期間：4/1～3/31） 

    4／1     10／1    3／31    

 

  （事業所）    1,500 ㎡ 

   2,000 ㎡    

 

         （倉庫滅失） 

           500 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定期間の末日現在（3 月 31 日）、免税点

を超えているため課税になります 

（課税標準となる事業所床面積） 

事業所床面積 1,500 ㎡ 

＋新築倉庫床面積 500 ㎡＝2,000 ㎡ 

 

算定期間の末日現在（3 月 31 日）、免税点

を超えているため課税になります 

（課税標準となる事業所床面積） 

事業所床面積 2,000 ㎡ 

－滅失倉庫床面積 500 ㎡＝1,500 ㎡ 
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計算例 No,３ 課税標準の算定期間の中途において事業所等を新設(廃止)した場合 

 

 

ここでは、市内に事業所があり、新たに支店・営業所等を市内に新設又は廃止する例を  

を説明します。この場合、「月割計算」によって算定をします。 

 

 

【新 設】 市内に本社のあるＡ社が、市内にＢ支店を 10 月 1 日に新設したとき。 

     （決算：3 月 31 日 本社床面積：3,000 ㎡ 支店新設：10 月 1 日 支店床面積：1,500 ㎡） 

    

 

      （算定期間：4／1～3／31）    

    4／1     10／1     3／31    

                          

         （支店新設）          

    1,500 ㎡            

   （本社）                   

    3,000 ㎡    

 

 

【廃 止】 市内に本社のあるＡ社が、市内にあるＢ支店を 10 月 1 日に廃止したとき。 

     （決算：3 月 31 日 本社床面積：3,000 ㎡ 支店廃止：10 月 1 日 支店床面積：1,500 ㎡） 

 

 

      （算定期間：4／1～3／31）  

    4／1     10／1     3／31    

 

         （支店廃止） 

          1,500 ㎡ 

   （本社） 

    3,000 ㎡ 

 

 

 

  

 

 

 

 

（支店の月割計算） 

 計算月：11 月～3 月 

 1,500 ㎡×5 月／12 月＝625 ㎡ 

（課税標準となる事業所床面積） 

 3,000 ㎡＋625 ㎡＝3,625 ㎡ 

 

（支店の月割計算） 

 計算月：4 月～10 月 

 1,500 ㎡×7 月／12 月＝875 ㎡ 

（課税標準となる事業所床面積） 

 3,000 ㎡＋875 ㎡＝3,875 ㎡ 
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計算例 No,４ 課税標準の算定期間の中途において事業所等を新設（廃止）した場合 

 

 

ここでは、市外に事業所があり、新たに支店・営業所等を市内に新設又は廃止する例を  

を説明します。この場合、「月割計算」によって算定をします。 

 

 

【新 設】 市外に本社のあるＡ社が、市内にＢ支店を 10 月 1 日に新設したとき。 

   （決算：3 月 31 日 本社床面積：3,000 ㎡ 支店新設：10 月 1 日 支店床面積：1,500 ㎡） 

    

 

      （算定期間：4／1～3／31）    

    4／1     10／1     3／31    

                          

         （支店新設）          

    1,500 ㎡            

   （市外の本社）                   

    3,000 ㎡    

 

 

【廃 止】 市外に本社のあるＡ社が、市内にあるＢ支店を 10 月 1 日に廃止したとき。 

     （決算：3 月 31 日 本社床面積：3,000 ㎡ 支店廃止：10 月 1 日 支店床面積：1,500 ㎡） 

 

 

      （算定期間：4／1～3／31）  

    4／1     10／1     3／31    

 

         （支店廃止） 

          1,500 ㎡ 

   （市外の本社） 

    3,000 ㎡ 

 

 

 

  

 

 

 

 

（支店の月割計算） 

 計算月：11 月～3 月 

 1,500 ㎡×5 月／12 月＝625 ㎡ 

（課税標準となる事業所床面積） 

 支店床面積 625 ㎡ 

 

（支店の月割計算） 

 計算月：4 月～10 月 

 1,500 ㎡×7 月／12 月＝875 ㎡ 

（課税標準となる事業所床面積） 

 課税標準の算定期間末日には、市内に 

ある事業所床面積が０㎡となり、免税      

点以下となったため課税されない。 

また、市内に他の支店等が残る場合に、

床面積が免税点以下であれば課税され

ない。 
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（３）従業者割の課税標準 

  従業者割の課税標準は、課税標準の算定期間中に従業者に対して支払われた従業者給与 

総額をいいます。[法 701 の 40①] 

   課税標準の算定期間については、資産割の９p をご参照ください。 

 

➀ 従業者 

従業者とは、雇用契約等により給与等の支払いを受ける者（アルバイト、パートタイマー 

等を含む。）をいい、役員も含まれます。 

なお、給与等の支払われる時の現況において、役員以外の障害者（住民税・所得税の本人 

障害者控除の対象となる方）及び役員以外の年齢 65 歳以上の者に該当する者は除かれます。 

[法 701 の 31①(5)] 

 

 

➁ 従業者給与総額 

     従業者給与総額とは、市内の事業所等に勤務する従業者に対して支払われる俸給、給料、 

賃金及び賞与並びにこれらの性格を有する給与（以下「給与等」といいます。）の総額を 

いいます。[通知第 9 章 3(6)イ] 

 

【従業者給与総額に含まれるもの】 

 ・給料、賃金、賞与、俸給、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当 

・所得税の取り扱い上非課税とならない現物給与、通勤手当等 

 

【従業者給与総額に含まれないもの】 

 ・退職金、年金、恩給 

・所得税の取り扱い上非課税となる給与及び役員に対する利益処分による賞与 

並びに保険外交員等の事業所得 

 

 

➂ 事業専従者の専従者控除額 

従業者のうちに事業専従者がいる場合は、その者にかかる事業専従者控除額は従業者 

給与総額に含まれます。[法 701 の 31①(5)] 

 

     

④ 雇用改善助成対象者の給与等 

年齢 55 歳以上 65 歳未満の者で雇用保険法等による国の雇用に関する助成に係る対象者 

（以下「雇用改善助成対象者」といいます。）がいる場合は、その者に係る支払給与額の 2 

分の 1 の額が控除されます。[法 701 の 31①(5)] 

    雇用改善助成対象者とは、次に掲げる者をいいます。[令 56 の 17 の 2] 
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ア) 雇用保険法・雇用対策法施行令の規定に基づく高年齢者、障害者その他就職が特に 

  困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成 

  に係る者。 

    イ）雇用保険法・雇用対策法の規定に基づく作業環境に適応させるための訓練を受けた者。 

    ウ）本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業に関する特別措置法施行令に規定 

する雇用奨励金の支給に係る者｡ 

 

 

⑤ 年齢 65 歳以上の者の給与等の算定について 

非課税扱いとなる年齢 65 歳以上の者であるかどうかの判定は、その者に対して給与が 

    支払われる時の現況によります。給与等の計算の基礎となる期間（月給、週給等の期間） 

    の末日の時点（判定日）において、年齢 65 歳以上である者に対して支払われる給与等に 

ついては従業者給与総額には含まれません。 

     なお、非課税扱いとなる障害者であるかどうかの判定についてもこれに準じて行います。 

新たに年齢 65 歳以上の者に該当することとなった者に係る給与等は、次の例によって計算 

してください。 

 

（例）毎月月末が給与等の計算期間の末日で、支給日が翌月 10 日である場合 

 

4.30       5.31       6.30      7.31       8.31 

                       

                 ▲ 

           64 歳                   65 歳 

 

 

     算 入     算 入    不 算 入   不 算 入 

    （6.10 支払分）（7.10 支払分） (8.10 支払分） （9.10 支払分） 

 

※免税点の判定に際し、従業者が年齢 65 歳以上の者であるかどうかの判定は、 

課税標準の算定期間の末日の年齢で行います。 

 

 

➅ 出向社員の給与等 

     一般的には、出向元の従業者給与総額に含めますが、出向先が経営指導料等として 

出向元の支払給与相当分を出向元に支払っている場合は、当該経営指導料等が法人税法 

上給与として取り扱われるので、出向先の従業者給与となります。この場合、当該経営 

指導料等の額を出向元の従業者給与総額から控除します。 

 

 

7.3 に満 65 歳 
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➆ 非課税又は課税標準の特例適用施設とその他の施設とに併せ従事している 

従業者の給与等 

       非課税又は課税標準の特例適用施設とその他の施設とに併せ従事している従業者の 

非課税又は課税標準の特例の適用を受ける給与等とその他の給与等の区分については、 

その各々の事業に従事した分量によってあん分することになります。 

なお、その分量が明らかでない場合は、それぞれに均等に従事したものとして計算 

することになります。[令 56 の 67] 

 

 

⑧ 課税標準の算定期間の中途において用途変更があった施設に勤務する従業者の 

取り扱い 

   課税標準の算定期間の中途において勤務すべき施設が課税施設から非課税施設に 

用途変更され、非課税施設から課税施設に用途変更された場合には、課税施設に係る 

期間に支払われた給与等が従業者給与総額に含まれます（課税標準の特例施設も準じ 

て取り扱います）。 

 

 

➈ 事業所等が久留米市の区域とその他の市町村の区域にわたって所在する場合の 

従業者給与総額 

   事業所等が久留米市の区域とその他の市町村の区域にわたって存在する場合は、 

次の算式により算出します。[令 56 の 50] 

               

 

 ＝ ×  

 

 

 

 

➉ 共同事業に係る従業者給与総額 

   共同事業者に係る従業者割の課税標準となる従業者給与総額は、次の算式により 

算出します。[令 56 の 51] 

    

 

 ＝ × 

 

 

 

  

久留米市分の 

従業者給与総額 

当該事業者等に係

る従業者給与総額 

久留米市域内に所在する 

事業所床面積 

当該事業所等の 

全体の事業所床面積 

課税標準となる 

従業者給与総額 

共同事業に係る 

事業所等の 

事業者給与総額 

損益配分の割合 

（損益配分の割合が定められ

ていない場合は出資の額に応

ずる割合） 



２０ 

 

（４）従業者の範囲一覧表（免税点と課税標準） 

（注１）パートタイマーについては、次頁を参照下さい。 

（注２）「長期」とは、課税標準の算定期間を超える期間をいう。 

（注３）派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」

をいう。 

従業者 免税点の判定 課税標準 

６５歳以上の者（役員を除く） 従業者に含めない 従業者給与総額に含めない 

障害者（役員を除く） 従業者に含めない 従業者給与総額に含めない 

役

員 

役員、使用人兼務役員（高齢者含む） 従業者に含める 従業者給与総額に含める 

無給の役員 従業者に含めない ― 

数社の役員を兼務する役員 
それぞれの会社の従業者に含

める 

それぞれの会社の従業者給与総額

に含める 

非常勤の役員 従業者に含める 従業者給与総額に含める 

専ら非課税施設に勤務する従事者 従業者に含めない 従業者給与総額に含めない 

課税施設と非課税施設の兼務事業者 

課税標準の算定期間の末日におい

て、課税施設に係る事業に従事し

ている場合は、従業者に含める 

課税施設に従事していた分に係る給与

は、従業者給与総額に含める 

臨時の従業員 従業者に含める 従業者給与総額に含める 

パートタイマー（注１） 従業者に含めない 従業者給与総額に含める 

出

向 

社

員 

出向元が給与を支払う場合 出向元の従業者に含める 出向元の従業者給与総額に含める 

出向先の会社が出向元の会社に対し

て給与相当分を支払う場合 
出向先の従業者に含める 出向先の従業者給与総額に含める 

出向元と出向先が一部負担する場合 
主たる給与等を支払う会社の

従業者に含める 

それぞれの会社の従業者給与総額

に含める 

休職中の従業員 
給与等が支払われている場合

は従業者に含める 
従業者給与総額に含める 

中途退職者 従業者に含めない 従業者給与総額に含める 

保険の外交員 
給与等が支払われている場合

は従業者に含める 

所得税法上の給与等は従業者給与

総額に含める 

常時船舶の従業員 従業者に含めない 従業者給与総額に含めない 

外国又は課税区域外への派遣又は長期

出張（注２） 
従業者に含めない 従業者給与総額に含めない 

派遣法に基づく派遣社員（注３） 派遣元の従業者に含める 派遣元の従業者給与総額に含める 



２１ 

 

【パートタイマーの勤務時間の基準について】 

 

    パートタイマーかどうかは、形式的な呼称で決まるものではなく、勤務の状態で判定す 

ることになります。一般的には雇用期間の長短ではなく通常の勤務時間より相当短い勤務 

であり、通常の職員と取り扱いが違うものについてはパートタイマーとして取り扱うこと 

とされています。 

   具体的には、免税点判定における従業者の範囲から除外するパートタイマーとは、「短 

時間労働者の雇用管理の改善に関する法律（いわゆるパート労働法）」に規定する「短時 

間労働者」のうち、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 

一週間の所定労働時間の４分の３未満の労働者」が該当します。 

 

 

  【出向・出張・派遣の取り扱いについて】 

 

   「出向」とは、出向元企業と出向従業者の雇用関係を維持しながら、当該従業者の指揮 

監督権を出向先企業に付与し、出向先企業において労務を提供させるものをいいます。 

 

   「出張」とは、企業の従業者が出張元の従業者としての雇用関係及び指揮監督関係を維 

持しつつ、通常勤務する事業所等と異なった事業所等において、出張元の企業のために 

労務の提供を行うものをいいます。 

 

「派遣」とは、派遣元の従業者としての雇用関係、指揮監督関係は維持されているが、 

就業規則等は派遣先の従業者と同様のものであり、労務の提供も本来的には派遣元のた 

めでありながら事実上の勤務は派遣先にあるものをいいます。 



２２ 

 

４ 税率 

 

（１）資産割の税率 

資産割の税率は、事業所床面積 1 ㎡につき 600 円です。[法 701 の 42] 

 

          ＝ × 

 

    [端数処理]      

事業所床面積 … 1 ㎡の 1／100 未満切捨て 

資 産 割 額 … 1 円未満切捨て 

税    額 … 資産割・従業者割の合計で 100 円未満切捨て 

 

 

（２）従業者割の税率 

従業者割の税率は、従業者給与総額の 100 分の 0.25（0.25％）です。[法 701 の 42] 

 

 ＝  × 

 

     [端数処理]      

従業者給与総額  … 1,000 円未満切捨て 

従 業 者 割 額 … 1 円未満切捨て 

税      額  … 資産割・従業者割の合計で 100 円未満切捨て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産割額 

 

従業者割額 

標準課税となる事業所面積床 ６００円 

課税標準となる従業者給与総額 100 分の 0.25 



２３ 

 

 ５ 免税点 

（１）資産割の免税点 

 

① 免税点の判定 

          久留米市内の各事業所等の事業所床面積（非課税部分を除きます。）の合計床面積 

が 1,000 ㎡以下の場合は課税されません。[法 701 の 43①] 

免税点の判定を行う場合、非課税施設等に係る床面積は除いて判定しますが、課税 

標準の特例施設等に係る床面積は含めて判定をします。 

  事業所等に共用部分がある場合は、共用部分を含んだ面積で判定をします。 

 

 

➁ 免税点の判定日 

   事業所床面積が 1,000 ㎡以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の 

現況によります。[法 701 の 43③] 

 従って、課税標準の算定期間の中途に廃止した事業所等に係る事業所床面積は、免 

税点判定の基礎には含まれませんが、事業所床面積が免税点を超える場合は、課税標 

準の算定期間の中途に廃止した事業所等に係る事業所床面積も課税標準に含まれます。 

 

 

③ 共同事業の免税点の判定（共同事業とみなされる事業を除く） 

   共同事業に係る各共同事業者の免税点の判定は、次の算式によって算出される床面 

積と当該共同事業者の一人が他に単独で事業を行う事業所等を有する場合は、当該他 

の事業所等に係る事業所床面積又は従業者数の合算で行います。[令 56 の 75①] 

 

 

 × 

 

 

 

④ 共同事業とみなされる事業の免税点の判定 

当該共同事業に係る各共同事業者に係る免税点判定は、次の算式によって算出され 

る床面積又は従業者数と当該共同事業者の一人が他に単独で事業を行う事業所等を 

有する場合は、当該他の事業所等に係る事業所床面積又は従業者数の合算で行われます。 

 

                     × 

 

 

 

共同事業に係る事業所等の 

事業所床面積又は従業者 

 

損益配分の割合（損益配分の割合が定め 

られていない場合は、出資の額に応ずる 

割合） 

共同事業に係る事業所等の 

事業所床面積又は従業者数 

損益分配の割合（損益分配の割合定め 

られていない場合は出資の価値に応ず 

る割合） 



２４ 

 

⑤ 企業組合又は協業組合の免税点の特例 

    企業組合又は協業組合（以下「企業組合等」といいます。）の各事業所等のうち、 

当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となった際、 

その者の事業の用に供されていた事業所等であり、かつ、その者がその後引き続き 

当該事業所等において行われる事業の主催者として企業組合等の事業に従事してい 

るもの、又はこれに準じる一定の事業所等に該当するものについては、それぞれ事 

業所ごとに免税点を判定します。[法 701 の 43②] 

 

 

 

 

（２）従業者割の免税点 

 

① 免税点の判定 

  久留米市内の各事業所等の従業者（非課税対象者を除きます。）の合計が 100 人以下 

の場合は課税されません。[法 701 の 43①] 

免税点の判定を行う場合、役員以外の障害者（住民税・所得税の本人障害者控除の 

対象となる方）及び役員以外の年齢 65 歳以上の者並びに非課税施設に係る従業者を除い 

て判定しますが、課税標準の特例施設等に係る従業者は含めて判定をします。 

 

 

② 免税点の判定日 

  従業者数が 100 人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況に 

よります。[法 701 の 43③] 

従って、課税標準の算定期間の中途に廃止した事業所等に係る従業者数は、免税点 

判定の基礎には含まれませんが、従業者数が免税点を超える場合は、課税標準の算定期 

間の中途に廃止した事業所等に係る従業者給与総額も課税標準に含まれます。 

 

 

③ 共同事業の免税点の判定 

  共同事業に係る各共同事業者の免税点の判定は、次の算式によって算出される従業者 

数と当該共同事業者の一人が他に単独で事業を行う事業所等を有する場合は、当該他の 

事業所等に係る従業者数の合算で行います。[令 56 の 75] 

 

  

 × 

 

 

 

共同事業に係る事業所等

の従業者数 

損益配分の割合（損益配分の割合が定め 

られていない場合は、出資の額に応ずる 

割合） 



２５ 

 

④ 企業組合又は協業組合の免税点の特例 

   企業組合又は協業組合（以下「企業組合等」といいます。）の各事業所等のうち、 

当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となった際、 

その者の事業の用に供されていた事業所等であり、かつ、その者がその後引き続き 

当該事業所等において行われる事業の主催者として企業組合等の事業に従事してい 

るもの、又はこれに準じる一定の事業所等に該当するものについては、それぞれ事 

業所ごとに免税点を判定します。[法 701 の 43②] 

 

 

 

 

⑤ 従業者の数に著しい変動がある事業所等の従業者数の算定 

       市内各事業所等のうち、課税標準の算定期間を通じて従業者数の変動が著しく、 

当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者のうち最大であるものの数値が 

最小であるものの数値の 2 倍を超える事業所等については、次の算式により求めた数 

を当該事業所等に係る算定期間の末日現在の従業者数とみなします。 

[法 701 の 43④・令 56 の 73] 

 

  

 × 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準課税の算定期間の

末日現在の従業者数 

標準課税の算定期間に属する各月の末日 

時点における従業者数の合計 

課税標準の算定期間の月数 

 



２６ 

 

６ 非課税 

   事業所税の創設の趣旨、目的等から見て事業所税を課税すべきでないと考えられるもの 

について人的非課税及び用途非課税の措置を講じています [法 701 の 34] 

 

（１）非課税の範囲 

    事業所税の非課税には、人的非課税と用途非課税があります。 

 

➀人的非課税 

   人的非課税とは、法人自体の公共性、公益性から非課税とされているものです。 

  ア）国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに公共法人[法 701 の 34①] 

     イ）公益法人等又は人格のない社団等[法 701 の 34②] 

       ただし、収益事業に係る部分については非課税になりません。 

      「公益法人等」には、防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法 

人、マンション建替組合、地方自治法第 260 条の 2 第 7 項の認可地縁団体、政党交 

付金の交付をける政党等に対する法人格の付与に関する法律第 7 条の 2 第 1 項に規 

定する法人である政党並びに特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項に規定する法人を 

含みます。 

   「人格のない社団等」とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが 

あるものをいいます。[法 701 の 32③] 

 

② 用途非課税 

       用途非課税とは、特定の用途に供されている施設に着目し非課税とされているものです。   

具体的には、「資料 1：非課税対象施設一覧表」に掲げる施設です。 

    

 

 （２）非課税の適用 

① 非課税の適用の判定 

   非課税規定の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日 

の現況により行います。[法 701 の 34⑥] 

 

② 非課税の適用と免税点の判定 

   免税点の判定においては、非課税に該当する事業所床面積及び従業者を除いて判定します。 

 

③ 公益法人等が収益事業と収益事業以外を併せ行う場合 

 収益事業と収益事業以外とを併せて行っている事業所において、非課税規定の適用を 

受けるものと受けないものとを区分することができないときは、法人税法施行令第 6 条 

の規定により区分して行う経理に基づく収益事業以外の事業について非課税の適用が 

あります。[令 56 の 23] 



２７ 

 

               

④ 非課税施設と課税施設に係る共用部分の取り扱い 

      同一の事業所用家屋において、非課税施設と課税施設があり、これらの施設が廊下、 

階段等を共用している場合、その共用部分は原則、課税標準床面積として取り扱います。 

      （例）食堂前の廊下等 

 

⑤ 非課税の適用を受ける事業と受けない事業とに従事する従業者がいる場合 

      従業者割に関して非課税規定の適用を受ける施設に係る事業所等において、非課税規定 

     の適用を受ける事業とその他の事業とが併せて行われている場合で、非課税規定の適用を 

受ける従業者がその他の事業にも従事している場合の非課税対象となる従業者給与総額は、

次の算式により求めた額となります。[令 56 の 49] 

 

 

 × 

 

 

       

なお、分量が明らかでない場合は、非課税規定の適用を受ける事業とその他の事業とに 

     均等に従事したものとして計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その者の当該事業所等にお

ける勤務に係る給与等の額 

その者が非課税規定の適用を受ける 

事業に従事した分量 

その者が非課税規定の適用を受ける事業と

その他の事業に従事した分量の合計量 



２８ 

 

７ 課税標準の特例 

   課税標準の特例とは、地方税法の規定により、事業所税の課税標準のある一定割合を軽減す 

る措置のことをいいます。[法 701 の 41] 

 

（１）課税標準の特例の範囲 

    課税標準の特例には、人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例があります。 

 

➀ 人的な課税標準の特例 

   人的な課税標準の特例とは、法人自体の特殊な性格にかんがみ、事業所税の課税標 

準について一定割合を控除する特例が設けられたものです。 

例えば、法人税法第 2 条第 7 号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設に 

ついて、課税標準の 2 分の 1 が控除されます。[法 701 の 41①表 1] 

 

    ② 用途による課税標準の特例 

   用途による課税標準の特例も、用途による非課税の場合と同様に、特定の用途に供 

されている施設に着目し、当該施設に係る部分の事業所税の課税標準について一定割 

合を控除する特例が設けられたものです。 

具体的には、「資料 2：課税標準の特例対象施設一覧表」に掲げる施設に係る事業所 

床面積又は従業者給与総額について、それぞれ区分別に応じた控除割合を乗じ、課税 

標準から控除されます。  

 

（２）課税標準の特例の適用 

① 課税標準の特例の適用の判定日 

   課税標準の特例規定の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期 

 間の末日の現況により行います。[法 701 の 41③] 

 

➁ 課税標準の特例の適用と免税点の判定 

    免税点の判定においては、非課税とは異なり、課税標準の特例対象となる事業所床面 

積や従業者についても、これを控除する前の状態で判定します。 

 

③ 課税標準の特例施設と課税施設に係る共用部分の取り扱い 

   同一の事業所用家屋において、特例施設と課税施設があり、これらの施設が廊下、階 

段等を共用している場合、その共用部分は原則、課税標準床面積として取り扱います。 
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④ 課税標準の特例の適用を受ける事業と受けない事業とに従事する従業者がいる場合 

従業者割に関して課税標準の特例の適用を受ける施設に係る事業所等において、特例の規  

定の適用を受ける事業と受けない事業とが併せて行われている場合で、特例の規定の適用を

受ける従業者が受けない事業にも従事している場合の控除対象となる従業者給与総額は、次

の算式により求めた額となります。[令 56 の 67] 

 

 

 × 

 

 

なお、分量が明らかでない場合は、特例の規定の適用を受ける事業と受けない事業とに均 

等に従事したものとして計算します。 

 

 

⑤ 課税標準の特例の重複適用 

    課税標準の特例対象施設一覧表の特例の適用が重複して適用される場合には、次の順序に

より適用されます。[令 56 の 71] 

    

 

  

 

 ア）適用順位に従い 1 の規定の適用後の課税標準を基礎として、2 の規定が適用されます。  

イ）法第 701 条の 41 第 1 項各号）の重複適用はしません。 

 

 

（３）不使用家屋の取り扱いについて 

       同一事業所内において不使用の家屋がある場合は、その家屋の状態から“休止施設”に該 

当する場合があります。この“休止施設”は、現に事業の用に供していない状態にある施設 

のことです。休止施設に係る床面積は、免税点判定には休止部分も含めて判定することにな 

りますのでご注意ください。 

なお、老朽化や破損等により家屋に値しないような廃棄同然の施設と評価される場合につ 

いては、事業所税の対象とはなりません。不使用家屋について、この“休止施設”に該当す 

るかどうかの適否及び申告は次のとおりです。 

 

➀ 休止施設に該当する場合（次の全てを満たす必要があります。） 

・物置などのほかの用途に使われていないもの 

・事業に供するための施設の維持補修がされていないもの 

・当該箇所が明確に区画されているもの 

・いつでも使用できる状態にあるような遊休施設や、断続的な休止季節的休止） 

適用順位 適用条項 

１ 法第 701 条の 41 第１項 

２ 法第 701 条の 41 第２項 

その者の当該事業所等における 

勤務に係る給与等の額 

その者が特例既定の適用を受ける 

事業に従事した分量 

その者が特例既定の適用を受ける事業 

と受けない事業に従事した分量の合計量 
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は含まれません。 

・算定期間の末日以前６月以上休止が継続していたと認められる部分 

 

 

② 申告について 

      休止施設に係る床面積は、免税点の判定に含むため、申告に際しては、“課税標準の 

特例明細書”に記載して申告することになります。 

なお、休止施設に係る納税額は全部控除されますので、控除割合は 1／1 になります。    

また、ご提出いただく家屋の平面図上で、当該休止に係る施設の位置及び床面積を、 

家屋写真で、その休止の状況の確認ができることが必要です。 
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８ 減免     

    減免とは、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める 

者その他特別の事情がある者に限り、久留米市条例の定めるところにより、事業所税の負担を 

軽減又は免除する措置のことをいいます。[法 701 の 57] 

 

（１）減免の範囲   

久留米市では、地方税法上非課税とされ、又は課税標準の特例を受けている施設との均衡 

考慮して、条例の定めるところにより、事業所税の減免を行います。 

なお、減免の範囲は、「資料 3：減免対象施設一覧表」のとおりです。 

 

 

（２）減免の適用及び申請 

減免の適用を受ける施設であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によ 

り行います。                       

この減免の適用を受けようとする場合は、所定の申請書にその事由を証する書類を添えて 

別に定める期限までに市長に申請します。 

    

 

（３）減免適用の判定日 

    この減免の適用を受ける保管倉庫であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日 

の現況において行います。 

 

 

（４）重複適用の禁止 

   この減免の適用にあたっては、課税標準の特例やその他の減免との重複適用はしません。 
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９ 申告と納付 

 

 （１）事業所税の申告が必要な方 

     久留米市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人の方で、次のいずれか 

の要件に該当する場合は、事業所税の申告義務があります。 

 

➀ 申告と納付の必要がある場合 

    課税標準の算定期間の末日現在において（非課税に該当するものを除く） 

 ア）久留米市内に所在する各事業所等の合計床面積が 1,000 ㎡を超える場合 

イ）久留米市内に所在する各事業所等の合計従業者数が 100 人を超える場合 

 

② 申告のみが必要な場合 

ア）前事業年度（法人事業所）又は前年中（個人事業所）に税額があった場合 

イ）課税標準の算定期間の末日現在において、市内に所在する各事業所等の合計床面積が 

800 ㎡を超えて 1,000 ㎡以下の場合 

ウ）課税標準の算定期間の末日現在において、市内に所在する各事業所等の合計従業者数が 

80 人を超えて 100 人以下の場合 [法 701 の 46③・法 701 の 47③] 

 

       

  （２）申告書類と確認資料 

 

 ➀ 事業所税の申告が必要な方は、次の申告書類を作成し、ご提出ください。 

 

【申告書類の提出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 申 告 書 様  式 内       容 

１ 事業所税の申告書 第 44 号様式 事業所税の税額を算出します 

２ 
内 

 

訳 

事業所等明細書 〃  別表１ 床面積・従業者数等を記載します 

３ 非課税明細書 〃  別表２ 該当があれば作成します 

４ 課税標準の特例明細書 〃  別表３ 〃 

５ 共用部分の計算書 〃  別表４ 〃 
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  【確認資料の提出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業所税の減免が必要な方は、「事業所税減免申請書」を作成しご提出ください。 

 

【減免の対象施設】  

     減免の対象となるのは、「資料３ 減免対象施設一覧表」に掲げる施設です。 

 

【減免申請書の作成】 

     減免は、減免申請書が提出された後、審査を行って、適正と認められれば減免されます。 

    従って、「事業所税の申告書」は、減免額を控除しないところで作成してください。 

 

【確認資料の提出】 

     以下の資料を事業所税減免申請書に添付してご提出ください。 

 

No 資   料 内    容 

1 事業所等の平面図（家屋図面） 当該減免施設の位置や床面積等が確認できるもの 

2 家 屋 写 真 当該減免施設の使用状況が確認できるもの 

3 許認可証等の写し 
当該減免に係る事業を行う要件として、国県等の許認可証 

が必要な場合 

4 そ の 他 
申請内容確認のため、前述以外の資料等の提出をお願いす 

ることがあります 

 

区 分 資   料 内    容 

資 産 割 

事業所等の平面図 
・固定資産税の課税床面積と申告床面積が異なる場合 

・非課税、課税標準の特例、減免、休止施設等がある場合 

家 屋 写 真 
・非課税、課税標準の特例、減免、休止施設等がある場合 

・当該施設の使用状況が確認できるもの 

従業者割 
給 与 総 額 等 の 

月 別 集 計 表 

・従業者割に係る納税額がある場合 

・様式はお問合せください（任意様式可） 

資産割・従

業者割共通 
許認可証等の写し 

・非課税、課税標準の特例、減免の適用がある場合で、当

該事業を行う要件として、許認可証等が必要な場合 

み な し 

共同事業 

み な し 共同 事 業 

に 係 る 明 細 書 

・みなし共同事業がある場合 

・様式はお問合せください（任意様式可） 

そ の 他 ・申告内容確認のため、前述以外の資料等の提出をお願いすることがあります 
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（３）申告納付期限 

➀法人 事業年度終了の日から 2 ヶ月以内［法 701 の 46①］ 

②個人 翌年の 3 月 15 日［法 701 の 47①］ 

※申告納付期限後に申告、納付する場合は延滞金と加算金がかかりますので 

ご注意ください。 

 

（４）申告・納付の場所 

➀申告場所 久留米市市民税課 

②納付場所 久留米市税収納推進課、支所、市民センター、久留米市指定金融機関等 

 

（５）修正申告・更正の請求 

【修正申告】申告した税額が過少である場合 

修正申告を提出するとともに不足額を納付してください。［法 701 の 49②］ 

 

   【更正の請求】申告した税額が過大である場合 

申告納付期限から 5 年以内に更正の請求をすることにより、還付を受けることができ 

ます。［法 20 の 9 の 3①］ 

 

（６）決定・期限後の申告 

【決定】申告期限までに申告書の提出がない場合 

市長は自ら調査した結果によって、申告すべき課税標準及び税額を決定することが 

あります。［法 701 の 58②］ 

 

【期限後の申告】申告期限を過ぎて申告書の提出をする場合 

申告期限後であっても前述の決定の通知があるまでは、申告納付することができます。 

［法 701 の 49①］ 

（７）延滞金 

     申告納付期限後に事業所税を納付する場合には、下記の割合を乗じて計算した延滞金が 

かかります。[法 701 の 60①] 

 

期間 特例（年率） 

以下の①～③の期間 
延滞金特例基準割合(※)＋１％   

（上限は年 7.3％） 

それ以後、納付の日まで 
延滞金特例基準割合(※)＋7.3％  

（上限は年 14.6％） 

      

 ①納期限の翌日から１ヶ月を経過する日まで・・・延滞金特例基準割合(※)に１％を 

加算した割合（年 7.3％を超える場合は年 7.3％） 
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②納期限の翌日から１ヶ月を経過した日以後・・・延滞金特例基準割合(※)に 7.3％を 

加算した割合 

③更正又は決定の場合・・・更正又は決定による指定納期限（更正又は決定の通知をし 

た日から１ヶ月を経過する日）後１か月を経過するまでの期間 

 

(※）「延滞金特例基準割合」とは 

国内銀行の貸出約定金利（新規・短期）の前々年 10 月～前年 9 月における平均として 

各年の前年 12 月 15 日までに、租税特別措置法第 93 条第 2 項の規定により財務大臣が 

告示する割合に年 1％を加えた割合。 

 

（８）加算金 

   申告した税額に不足がある場合には過少申告加算金、申告期限後に申告した場合には 

    不申告加算金が課されます。［法 701 の 61］ 

 

①過少申告加算金 

   期限内に申告書を提出した場合で、当該申告税額が過少であるため市長が更正した 

場合又は修正申告書の提出があった場合、増加する税額の 10％相当額（不足額が一定額 

を超えた場合、超えた額に更に 5％）の過少申告加算金が課されます。[法 701 の 61①] 

 

②不申告加算金 

 次のいずれかに該当する場合、納付すべき税額の 15％相当額（税額が一定額を超えた 

場合、超えた額に更に 5％）の不申告加算金が課されます。[法 701 の 61②] 

ア 
期限後に申告書の提出があった場合、又は申告書の提出がない場合で調査

によって課税標準及び税額の決定があった場合 

イ 
期限後に申告書の提出がされ、その後において修正申告が提出された場

合、又は調査によって課税標準及び税額の更正があった場合 

ウ 

申告書の提出がされないために調査によって課税標準及び税額の決定が

あった後において、修正申告書の提出があった場合、又は調査によって課

税標準及び税額の更正があった場合 

       なお、期限後に申告書が提出された場合、又は修正申告書の提出があった場合で、その

提出が更正又は決定があることを予知してなされたものでないときは、5％相当額になり

ます。[法 701 の 61④] 

 

  ③重加算金 

   過少申告加算金又は不申告加算金が課される場合で、課税標準額の基礎となるべき事実の 

全部又は一部を隠ぺい又は仮装し、かつ、その隠ぺい又は仮装した事実に基づいて申告書が 

提出されたときは、過少申告加算金額に代えて 35％の重加算金額が、不申告加算金額に代え 

て 40％の重加算金額が課されます。[法 701 の 62①②] 
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１０ みなし共同事業 

 みなし共同事業とは、親族その他の特殊関係者が行う事業について特別の事情があると 

きは、当該事業は、当該特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共同事業とみなすこ 

とをいいます。                [法 701 の 32②・通知第 9 章 3（4）ウ] 

 

（１）みなし共同事業の概要 

 

➀ みなし共同事業の構成要件 

      事業所税では、親族その他特殊な関係にある個人または同族会社などの特殊関係を 

有しているものが、その特殊関係者と同一家屋で事業を行う場合（意思を通じて行わ 

れているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合 

を除く。）には、その特殊関係者の行う事業は共同事業とみなされます。[令 56 の 21②] 

 

    ② みなし共同事業の免税点 

ア）免税点の判定 

    特殊関係者を有する者の免税点の判定は、特殊関係者を有する者の事業と特殊 

関係者が行っている事業で共同事業とみなされた事業とを合算して行います。 

[令 56 の 75②] 

イ）免税点の判定日 

    みなし共同事業に係る特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係 

者であるかどうかの判定は、個人にあっては個人に係る課税期間の末日、法人に 

あっては事業年度の末日の現況により行います。[令 56 の 21⑤] 

 

③ 課税標準の算定 

特殊関係者を有する者の課税標準の算定は、特殊関係者を有する者の行っている 

事業分のみで算定します。[令 56 の 51②] 

    

【例】特殊関係者Ｂ法人を有するＡ法人の資産割の場合 

                                

 

［Ａ法人の免税点判定］ 

                            700 ㎡＋500 ㎡＝1,200 ㎡ 

                            1,200 ㎡＞1,000 ㎡ 

                            免税点を超えます 

                           ［Ａ法人の課税標準と税額］ 

                         課税標準 700 ㎡ 

                         税額 700 ㎡×600 円 

＝420,000 円 

同一家屋 

Ａ法人 

（特殊関係者を有するもの） 

延床面積 700 ㎡ 

Ｂ法人 

（特殊関係者） 

延床面積 500 ㎡ 
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   （２）特殊関係者の範囲 

 「特殊関係者」とは、下に掲げる配偶者、親族、その他特殊な関係にある個人又は同族会社 

のことをいいます。 

「特殊関係者を有する者」とは、これらの特殊関係者を有する個人又は法人をいい、特殊関係

者を有する者であるかどうか判定すべき者を「判定対象者」といいます。 

 

具体的な特殊関係者の範囲は次のようになります。［令 5①］ 

 

区

分 
号 内          容 

特

殊

関

係

者

と

な

る

個

人 

① 

 

判定対象者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹  

                  

→        

       

                   

                     

                     

・判定対象者の配偶者 

・判定対象者の直系血族 

・判定対象者の兄弟姉妹 

【特殊関係者】 

判定対象者 

② 

 

①を除く判定対象者の親族（六親等内の血族及び三親等内の姻族）で、判定対象者

と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持して

いるもの  

 

→ 

                

 

①を除く判定対象者の親族 

【特殊関係者】 
判定対象者 

③ 

 

①②を除く判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭

その他の財産により生計を維持しているもの  

 

 →                 

 

 

 

①②を除く判定対象者の使用人等 

【特殊関係者】 
判定対象者 

④ 

  

①②を除く判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させてい

る個人及びその個人と①～③の何れかに該当する関係のある個人 

 

←          →    

 

      

 

 

・個人の①に掲げる配偶者等 

・個人の②に掲げる親族 

・個人の③に掲げる使用人等 

【特殊関係者】 

判定対象者    個 人     

【特殊関係者】 
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区

分 
号 内           容 

特

殊

関

係

者

と

な

る

個

人 

⑤ 

判定対象者が同族会社である場合に、同族会社と判定される基礎となった株主又は

社員である個人及びその個人と①～④の何れかに該当する関係のある個人 

 

 

        ←            → 

 

 

    50％以上 

 

 

 

・株主等の①に掲げる配偶者等 

・株主等の②に掲げる親族 

・株主等の③に掲げる使用人等 

・株主等の④に該当する者 

【特殊関係者】 

特

殊

関

係

者

と

な

る

法

人 

⑥ 

 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社 

 

 

                 →       

               50％以上 

 

 

 

⑦ 

 判定対象者が同族会社である場合に、同族会社と判定される基礎となった株主又は

社員（これらの者と①～④の何れかに該当する個人及びこれらの者を判定の基礎とし

て同族会社に該当する他の会社を含みます。）の全部又は一部を判定の基礎として同

族会社に該当する他の会社 

 

          

          ←              → 

 

       50％以上               

                         50％以上 

                          

  （同族会社） 

    同族会社とは、その発行済株式の総数又は出資金額の 50％を超える株式又は出資の金額が 3 人 

以下の株主等及びその者と特殊な関係にある個人又は法人によって占められている会社をいい

ます。したがって、その判定は、株式等の 3 人以下及びその者と特殊な関係にある個人、法人を

含めて、その有する株式の総数又は出資の金額により行います。[法人税法 2①（10）] 

  【注意】判定対象者は一方において特殊関係者を有する者となり、他方では特殊関係者となる場  

   合があります。 

他の株主等 

他の株主等 

株 主 等 

【特殊関係者】 

判定対象者     

（同族会社） 

判定対象者（株主等） 

他 の 株 主 等 

他 の 株 主 等 

同 族 会 社 

【特殊関係者】 

判定対象者 

（同族会社） 

他の株主等 

他の株主等 

株 主 等 

同族会社に該当

する他の会社 

【特殊関係者】 



３９ 

 

  （３）みなし共同事業の免税点及び課税標準の算定例 

① 特殊関係者の範囲（第 6 号の場合） 

      ＢはＡの特殊関係者であり、Ａは特殊関係者を有する者（判定対象者）です。 

 

     【判定対象者】    【特殊関係者】      同一家屋        別家屋                                

                                  

                               

 

           50％超 

                                   

区分 免税点の判定 課税標準 

Ａ社 

・資産割 

 400 ㎡＋800 ㎡＝1,200 ㎡（免税点超） 

・従業者割 

 50 人＋40 人＝90 人（免税点以下） 

 

・資産割  400 ㎡ 

・従業者割 なし 

Ｂ社 

・資産割 

 800 ㎡＋700 ㎡＝1,500 ㎡（免税点超） 

・従業者割 

 40 人＋70 人＝110 人（免税点超） 

・資産割  1,500 ㎡ 

・従業者割 110 人分の 

従業者給与総額 

 

② 特殊関係者の範囲（第 7 号の場合） 

   Ａ・Ｂは相互に特殊関係者であり、特殊関係者を有する者（判定対象者）です。 

 

    【相互に判定対象者であり特殊関係者】 

          50％超 

                               同一家屋 

                                 

 

            50％超 

               

 

 

 

区分 免税点の判定 課税標準 

Ａ社 

・資産割 

 400 ㎡＋900 ㎡＝1,300 ㎡（免税点超） 

・従業者割 

 50 人＋80 人＝130 人（免税点超） 

・資産割  400 ㎡ 

・従業者割 50 人分の 

      従業者給与総額 

Ｂ社 

・資産割 

 400 ㎡＋900 ㎡＝1,300 ㎡（免税点超） 

・従業者割 

 50 人＋80 人＝130 人（免税点超） 

・資産割  900 ㎡ 

・従業者割 80 人分の 

      従業者給与総額 

Ａ社                

株 主 

Ｂ社 

法 人 

Ａ社      Ｂ社 

400 ㎡      800 ㎡ 

50 人      40 人 

Ｂ社 

700 ㎡ 

70 人 

Ｃ社                

株 主 

Ａ社                

法 人 

B 社               

法 人 

Ａ社      Ｂ社 

400 ㎡     900 ㎡ 

50 人      80 人 



４０ 

 

 １１ 事業所等の新設・廃止申告 

    下記のいずれかに該当する方で、事業所等を新設又は廃止した場合は、申告をお願い 

します。 

    また、事業所等の新設により、新たに下記のいずれかに該当することになった方もこ 

の申告が必要になります。 

    事業所等の新設・廃止とは、一つの事業所等の全体についての新設又は廃止の場合を 

   言います。（例：○○支店、××営業所、△△工場など） 

従って、既存事業所内の増設や一部取り壊しのことではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）申告の必要な方 

久留米市内において事業所等を新設又は廃止された場合は全て、「業所税等の（新設・廃止) 

申告書」にて申告してください。 

   

（２）申告期限 

事業所等を新設・廃止した日から１ヶ月以内に申告してください。 

 

（３）申告書と申告先 

「事業所等の（新設・廃止）申告書」を市役所市民税課まで提出してください。 

[法 701 の 52①] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀ 市内の事業所等の延床面積（市内に 2 以上の事業所等があれば、それらの 

事業所等の床面積の合計）が、1,000 ㎡を超える方 

 

② 市内の事業所等の従業者の数（市内に 2 以上の事業所等があれば、それらの 

事業所等の従業者の数の合計）が、100 人を超える方 



４１ 

 

１２ 事業所用家屋の貸付申告 

 

（１）申告の必要な方 

     事業所税の納税義務者に事業用家屋の全部、又は一部を貸付けている方は、当該事業所 

家屋の床面積、その他必要事項を記載した申告書を提出していただきます。 

     申告をした事業所用家屋に異動（変更・解約）が生じた場合も申告が必要です。 

※ 事業所税の課税事業所（納税義務者）が貸付を行っている場合 

自己の一部を貸付けて、その部分を除いて申告納税をする場合は、固定資産税の 

課税床面積と整合がとれないため、貸付申告書の提出をお願いします。 

 

（２）申告期限 

  貸付けを行った日又は異動（変更・解約）が生じた日から 1 ヶ月以内 

 

（３）申告書と申告先 

「事業用家屋の貸付申告書」を市役所市民税課まで提出してください。 

[法 701 の 52②] 

 

 



 

 

 

 

  第三部 事業所税様式記載例 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

円

円

1

事務所 区分

通 信 日 付 印 確認印

830-×××× （電話

管 理 番 号 申告区分 第
四
十
四
号
様
式

（
提
出
用

）

令和 4 年 月 日

申 告 年 月 日 日久留米市長　殿 年 月

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日 整理番号

（ フ リ ガ ナ ） Ａソウコカブシキガイシャ

住所

又は

所在地

本店

〒

氏 名 又 は
名 称

Ａ倉庫株式会社

0942-30-×××× ）
事業種目 倉庫業

久留米市城南町○―○　××ビル

資本金の額又
は出資金の額

兆 十億 百万 千円

個人番号又は
法 人 番 号 （電話

6 7 1 0
）

1000001 2 3 4 5

（ フ リ ガ ナ ） クルメ　タロウ

1 1

支店

〒
8 9

所轄税務署名法 人 の 代
表 者 氏 名

久留米　太郎 久留米 税務署

こ の 申 告 に
応 答 す る者
の 氏 名

（電話 0942-30-×××× ）

年 月 日から 年 月 日までの3
事業年度又
は課税期間

の事業所税の 　 申告書 久留米　次郎3 4 1 4 3

資

産

割

事 業 所

床 面 積

算定期間を通じて使用された事業
所床面積

①

従

業

者

割

従 業 者 給 与 総 額

非 課 税 に 係 る

事 業 所 床 面 積

① に 係 る 非 課 税 床 面 積 ③ 控 除 従 業 者 給 与 総 額

⑫
十億 百万 千

5528 55 498006583

算定期間の中途において新設又は
廃止された事業所床面積

② 非課 税 に係 る 従 業者 給 与 総額 ⑬120 09 40000000

⑭100 00

② に 係 る 非 課 税 床 面 積 ④
課税標準となる従業者給与総額
　　　　　　　　　　　　（⑫－⑬－⑭）

⑮ 458006 000

控 除 事 業 所

床 面 積

① に 係 る 控 除 床 面 積 ⑤ 従 業 者 割 額 （⑮×
0.25

） ⑯3000 00 1145015
100

② に 係 る 控 除 床 面 積 ⑥ 既に納付の確定した従業者割額 ⑰

課 税 標 準 と

な る 事 業 所

床 面 積

①に係る 課 税標 準と なる
床面積 （ ①－ ③－ ⑤）

× ⑦

㎡
資産割額と従業者割額の合計額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⑩＋⑯）

⑱

円

12 2428 55 26621 00
12

② に 係 る 課 税 標準 とな る 床 面積 ⑧
既に納付の確定した事業所税額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⑪＋⑰）

⑲100 07 00

課税標準となる床面積合計 （⑦＋⑧） ⑨
この申告により納付すべき事業所税額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⑱－⑲）

⑳2528 62 26621 00

資 産 割 額 （⑨×６００円） ⑩
十億 百万 千

備
考

1517172

既 に 納 付 の 確 定 し た 資 産 割 額 ⑪ 1517172

関与税 理士
氏 名

（電話 ）

受
付



         

 

 

 

 

 

 

 

 

第４４号様式記載要領

１ 　この申告書は、事務所又は事業所（以下「事業所等」という。）所在地の市長 １１ 　⑤及び⑥の欄は、別表３（課税標準の特例明細書）の㋒の合計（事業所等が

に1通提出すること。 ２以上の場合はこれらの合計とする。）で⑤又は⑥に対応するそれぞれの数値

２ 　※処理事項の欄は記載しないこと。 を記載すること。

３ 　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人 １２ 　⑦の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）が12月に満たな

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番
い場合は（①－③－⑤）の床面積に

算定期間の月数
を乗じて得た床面積

号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい 12

う。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空け の合計を記載すること。

て記載すること。 １３ 　⑧の欄は、次に掲げる事業所等に応じ、それぞれに対応する（②－④－⑥）

４ 　「法人の代表者氏名」の欄は、この申告書の作成時における法人の業務を主
の床面積（算定期間が12月に満たない場合は

算定期間の月数
を乗じて得

宰している者が記名押印すること。 12

５ 　「住所又は所在地」の欄は、本店の所在地及び久留米市の区域内の事業所 た床面積とする。）にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た床面積を記載する

等が支店の場合は主たる支店の所在地を併記すること。 こと。

６ 　「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記 （１）　算定期間の中途において新設された事業所等（（３）を除く。）

載すること。 新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日に属する月までの月数

　なお、２以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に 算定期間の月数

○印を付すること。 （２）　算定期間の中途において廃止された事業所等（（３）を除く。）

７ 　「資本金の額又は出資金の額」の欄は、期末現在における資本金の額又は 算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数

出資金の額を記載すること。 算定期間の月数

８ 　「事業所税の　　　申告書」は、次により記載すること。 （３）　算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等

（１）　法第701条の46又は法第701条の47の申告の場合は、記載しない。 新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数

（２）　法第701条の49の申告の場合は、「修正」 算定期間の月数

９ 　①及び②の欄は、別表１（事業所等明細書）の「１算定期間を通じて使用され １４ 　⑫の欄は、別表１の従業者給与総額㋔の合計を記載すること。

た事業所等」又は「２算定期間の中途において新設又は廃止された事業所等」 １５ 　⑬の欄は、別表２の非課税従業者給与総額㋒の合計を記載すること。

に係る事業所床面積の合計で①又は②に対応するそれぞれの数値を記載す １６ 　⑭の欄は、別表３の控除従業者給与総額㋕の合計を記載すること。

ること。 １７ 　⑮の欄は、課税標準となる従業者給与総額に1,000円未満の端数が生じた

すること。 が生じた場合は、切り捨てること。

１０ 　③及び④の欄は、別表２（非課税明細書）の㋐の合計（事業所等が２以上の 場合は、切り捨てること。

場合はこれらの合計とする。）で③又は④に対応するそれぞれの数値を記載 １８ 　⑱及び⑲の欄は、資産割及び従業者割の合計の税額に100円未満の端数



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

㎡  ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

㎡ ㎡ 人 円

㎡

計 月

・ まで２ ・

・ から・
１

まで２

１
から・

計 月

・ ・

・

計 月

・２
5648 64 125 498006583まで

・

・ から

計 月

② まで

・

・
１

・

１
・

から

5 18006583

・120 09

計 10 月

まで
１

合川町○―○ 3120 09 120 09
5 180065834

10 から

・ 3 ・ 31

・ 5 ・

２

①

合川支店

②
自社所有

計 12 月

・ ・5528 55 120

から

まで 480000000

月

・ ・

・ 31

4100 00
4100 00 まで

計 12
２

久留米市六ツ門町○―○　　Ｂ商事株式会社
40 1600000004 ・ 3

4 ・ 1 から

4 ・

北野支店 北野町中○―○ 3 ・
①

２
自社所有 413 48計 12 月

320000000
①

3 ・ 31 まで

1015 07
1428 55

から
十億 百万 千

80

㋔

本店 城南町○―○　××ビル1Ｆ 3 ・ 4 ・ 1

共 用 床 面 積 ㋑ （㋐＋㋑）㋒ 同 上 の 月 数 ㋓

資 産 割 従 業 者 割

専 用 床 面 積 ㋐ 事 業 所 床 面 積 使用した期間(年月日)  従業者数 従 業 者 給 与 総 額
※ 明

細
区
分

事 業 所 等 の 名 称 所 在 地 及 び ビ ル 名

処理事項 事 業 所 用 家 屋 の 所 有 者 住 所 ・ 氏 名

個人番号又
は法人番号

1 1 0 1 16 7 8 9

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一

（
提
出
用

）

事 業 所 等 明 細 書 1 算定期間を通じて使用された事業所等

2 3 4 5

明 細 区 分 の 別
算

定

期

間

事務所 区分※
処理
事項

整理番号

氏名又は名称 Ａ倉庫株式会社

管 理 番 号 申告区分

3 年 4 月

4 年

1 日から

された事業所等

2 算定期間の中途において新設又は廃止

3 月 31 日まで



 

 

 

 

 

 

 

 

 
　なお、事業所用家屋の全部を専用している場合等で共用床面積がない場合

は、この欄のみ記載すれば足りるものであること。

共用床面積を記載すること。

８ 　「事業所床面積㋒」の欄は、「専用床面積㋐」と「共用床面積㋑」の合計を記

載すること。

所等の用に供する部分の延べ面積（１平方メートルの100分の1未満は切り捨

てること。以下同様とする。）を記載すること。

７ 　「共用床面積㋑」の欄は、専用床面積に対応する第44号様式別表４の⑥の

（２）及び（３）の記載の例によらずに、「明細区分の別」の欄中の該当する数 載すること。

字に○印を付せば足りるものであること。

６ 　「専用床面積㋐」の欄は、期末又は廃止の日現在における専用に係る事業

こと。）。 　なお、この場合は、各月の末日現在の従業者数の明細を添付すること。

（４）　一の用紙に記載される事業所等の全部が１又は２である場合には、上記 １２ 　「従業者給与総額㋔」の欄は、算定期間中に支払われた給与等の総額を記

計、そして明細区分２の事業所等、２の合計の順に記載していくこと（「専用 を乗じて得た数値を超える場合は、当該算定期間の各月の末日現在における

床面積㋐」及び「共用床面積㋑」の合計は、記載する必要のないものである 従業者数の合計を当該算定期間の月数で除して得た数値を記載すること。

（２）　（１）の区分に従って、該当する項目に○印を付すること。 こと。ただし、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のう

（３）　記載に当たっては、まず明細区分１の事業所等から記載し、次に１の合 ち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に２

等が算定期間の中途において新設又は廃止されたものをいうものであるこ １１ 　「従業者数㋓」の欄は、期末又は廃止の日現在における従業者数（地方税法

と。また、計は、１又は２のそれぞれの合計をいうものであること。 第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。）を記載する

５ 　「明細区分」の欄は、次により記載すること。 （３）　算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等

（１）　１は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものをいい、２は、事業所 当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数

４ 　「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載 当該算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの

すること。 月数

う。）を記載すること。 数

　なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。 （２）　算定期間の中途において廃止された事業所等（（３）を除く。）

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番 （１）　算定期間の中途において新設された事業所等（（３）を除く。）

号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい 当該新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月

２ 　※処理事項の欄は記載しないこと。 用されたものである場合は記載の必要がないものであること。

３ 　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人 １０ 　「同上の月数」の欄は、次により記載すること。

　「使用した期間」及び「同上の月数」の欄は、事業所等が算定期間を通じて使

第４４号様式別表１記載要領

１ 　この明細書は、第44号様式の申告書に添付すること。 ９



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

4

区分 管 理 番 号

年 4 月 1

※
処理
事項

整理番号 事務所 申告区分 第
四
十
四
号
様
式
別
表
二

（
提
出
用

）

氏名又は名称 Ａ倉庫株式会社

非 課 税 明 細 書
3 日から

算

定

期

間

年 3 月 31 日まで

9 1 0個人番号又
は法人番号

1 2 3 4 5 1 1

 ※
事業所等の名称 本店 事 業 所 等 の 所 在 地 城南町○―○

6 7 8

従 業 者 割

非課税床面積 ㋐ 非課税従業者数㋑  非課税従業者給与総額㋒

号 該当 休憩室

非 課 税 の 内 訳
資 産 割

法第７０１条の３４第 3 項第 26
十億 百万 千

100 00

号 該当

法第７０１条の３４第 項第 号 該当

法第７０１条の３４第 項第

10 40000000障 害 者 ・ 65 歳以上の従業者

合 計

非 課 税 の 内 訳
資 産 割

法第７０１条の３４第

40000000

 ※
事業所等の名称 事業所等の所在地

千

10

従 業 者 割

非課税床面積 ㋐ 非課税従業者数㋑  非課税従業者給与総額㋒

項第
十億 百万

号 該当

法第７０１条の３４第 項第 号 該当

障 害 者 ・ 歳以上の従業者

項第 号 該当法第７０１条の３４第

非 課 税 事 業 所 床 面 積 等 の 合 計

合 計



 

  

 

 

 

 

 
４７ 

      

 

 

 

 

 

２

すること。

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい

第４４号様式別表２記載要領

１ 　この明細書は、地方税法（以下「法」という。）第701条の34（事業所税の非課

税の範囲）の規定の適用がある場合（法第701条の31第1項第5号において従

業者から除かれる者がある場合を含む。 ）に第44号様式の申告書に添付する

こと。

７

　※処理事項の欄は記載しないこと。

３ 　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人

６ 　㋑の欄は、期末又は廃止の日現在における非課税に係る従業者数（法第

う。）を記載すること。

　なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。

４ 　「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載

　㋒の欄は、算定期間中に支払われた給与等の額のうち非課税に係る給与等

５ 　㋐の欄は、該当項目ごとにそれぞれの床面積（1平方メートルの100分の1未

の額を該当項目ごとに記載すること。

満は切り捨てること。）を記載すること。ただし、事業所等の用に供する部分に

係る共同の用に供する部分がある場合（別表４の共用部分の計算書が添付さ

れる場合）は、共同の用に供する部分の床面積に係る非課税床面積について

は記載しないこと。

701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。）を該当項目

ごとに記載すること。



㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

円 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

円 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ 円

控 除 事 業 所 床 面 積 の 合 計 控 除 従業 者給 与総 額の 合 計

合 計

雇 用 改 善 助 成 対 象 者
1

2

第 項第 号 該当

法第７０１条の４１

第 項第 号 該当

百万 千

合　 ㋔ （㋓×㋔） ㋕

法第７０１条の４１ 十億 百万 千 十億

㋐ 合 　㋑ （㋐×㋑） ㋒ 従 業 者 給 与 総額 ㋓ 

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

資 産 割 従 業 者 割

課 税標準 の特例適用 控 除 割 控 除 事 業 所 床 面 積 課税標準の特例適用対象 控 除 割 控除従業者給与総額

対 象 床 面 積

 ※
事業所等の名称 事 業 所 等 の 所 在 地

合 計 4000 00 3000 00

雇 用 改 善 助 成 対 象 者
1

2

第 項第 号 該当

法第７０１条の４１

第 1 項第 14 号 該当 倉庫業者の倉庫

百万 千

4000 00 3000 00
4

合　 ㋔ （㋓×㋔） ㋕

法第７０１条の４１ 3 十億 百万 千 十億

㋐ 合 　㋑ （㋐×㋑） ㋒ 従 業 者 給 与 総額 ㋓ 

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

資 産 割 従 業 者 割

課 税標準 の特例適用 控 除 割 控 除 事 業 所 床 面 積 課税標準の特例適用対象 控 除 割 控除従業者給与総額

対 象 床 面 積

1 1

 ※
事業所等の名称 北野支店 事 業 所 等 の 所 在 地 北野町中○―○

6 7 8 9 1 0
31 日まで

個人番号又
は法人番号

1 2 3

月 1 日から

氏名又は名称 Ａ倉庫株式会社4 年 3 月

管 理 番 号 申告区分 第
四
十
四
号
様
式
別
表
三

（
提
出
用

）

4 5

課税標準の特例明細書 算

定

期

間

※
処理
事項

整理番号 事務所 区分

3 年 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

に係る給与等の額（㋔の控除割合による控除前の給与等の額）を該当項目ご

とにそれぞれ記載すること。

（㋑の控除割合による控除前の床面積を１平方メートルの100分の1未満を切り

捨てて記載すること。）を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。

　なお、法第701条の41第1項及び第2項並びに附則第33条第1項から第5項ま

での規定のうち2以上の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用を受

ける㋒の欄の「控除床面積」を控除した後の床面積を記載すること。

６ 　㋓の欄は､算定期間中に支払われた従業者給与総額のうち課税標準の特例

う。）を記載すること。

　なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。

４ 　「算定期間」の欄は､課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）を記載

すること。

５ 　㋐の欄は､期末又は廃止の日現在における課税標準の特例に係る床面積

２ 　※処理事項の欄は記載しないこと。

３ 　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい

第４４号様式別表３記載要領

１ 　この明細書は、地方税法（以下「法」という。）第701条の41又は附則第33条

（事業所税の課税標準の特例）の規定の適用がある場合（法第701条の31第1

項第5号に規定する雇用改善助成対象者がある場合を含む。）に第44号様式

の申告書に添付すること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ （×1/2） ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

②

①

㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ （×1/2） ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

②

①
事業所床面積となる共用床面積 ⑥ 合 計 （㋐～㋓） ㋔（ ④× ）

共用床面積の合計　（③＋④） ⑤ ㋐～㋒以外の非課税に係る共用床面積 ㋓

③以外の共用床面積 ④ 2分の1が非課税となる共用床面積 ㋒

非課税に係る共用床面積 ③

防災に関する設備等

全部が非課税となる共用床面積 ㋑

①のうち当該事業所部分の延べ面積 ② 消防設備等に係る共用床面積 ㋐

専用部分の延べ面積 ① ③　　　　　の　　　　　内　　　　　訳 ⑦

413 48

 ※
事業所等の名称 事 業 所 等 の 所 在 地

事業所床面積となる共用床面積 ⑥ 合 計 （㋐～㋓） ㋔（ ④× ）

共用床面積の合計　（③＋④） ⑤ ㋐～㋒以外の非課税に係る共用床面積 ㋓1157 78

③以外の共用床面積 ④ 2分の1が非課税となる共用床面積 ㋒1157 78

非課税に係る共用床面積 ③

防災に関する設備等

全部が非課税となる共用床面積 ㋑

①のうち当該事業所部分の延べ面積 ② 消防設備等に係る共用床面積 ㋐1015 07

専用部分の延べ面積 ① ③　　　　　の　　　　　内　　　　　訳 ⑦2842 22

1 1

 ※
事業所等の名称 本店 事 業 所 等 の 所 在 地 城南町○―○　××ビル1Ｆ

6 7 8 9 1 0
31 日まで

個人番号又
は法人番号

1 2 3

月 1 日から

氏名又は名称 Ａ倉庫株式会社4 年 3 月

管 理 番 号 申告区分 第
四
十
四
号
様
式
別
表
四

（
提
出
用

）

4 5

共 用 部 分 の 計 算 書 算

定

期

間

※
処理
事項

整理番号 事務所 区分

3 年 4



 

 

 

 

 

 

 

記載すること。

税法施行令（以下「政令」という。）第56条の43第2項に掲げる消防設備等

に係る床面積を記載すること。

（２）　㋑の欄は､共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号イ、第4号及び

第5号イに掲げる避難階段等に係る床面積を記載すること。

（３）　㋒の欄は､共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号ロ、第2号、第3

号及び第5号ロに掲げる設備等に係る床面積に2分の1を乗じて得た面積を

６ 　③の欄は､㋔の欄の数値を記載すること。

７ 　⑦の欄は､次により記載すること。ただし、㋐、㋑及び㋒の欄は、特定防火対

象物である事業所等について記載すること。

（１）　㋐の欄は､共用部分の床面積（以下「共用床面積」という。）のうち、地方

切り捨てること。以下同様とする。）を記載すること。

５ 　②の欄は､①の専用部分の延べ面積のうち、この申告書に係る事業所部分

の延べ面積（以下「専用床面積」という。）を記載すること。

　なお、この専用床面積は、第44号様式別表1の「専用床面積㋐」の欄と一致

するものであること。

号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい

う。）を記載すること。

　なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。

４ 　①の欄は、共用部分以外の部分（以下「専用部分」という。）で⑤の欄の共用

部分に関連を有する専用部分の延べ面積（１平方メートルの100分の1未満は

を専用しているが共用部分がない場合は、添付の必要がないものであること。

２ 　※処理事項の欄は記載しないこと。

３ 　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番

下「事業所部分」という。）に係る共同の用に供する部分（以下「共用部分」とい 面積を記載すること。

う。）がある場合に第44号様式別表１に添付すること。 （５）　㋐～㋔に記載がある場合は、別表２に準じて、該当項目ごとにそれぞれ

　したがって、一の事業所等が家屋全体を専用している場合又は家屋の一部 の床面積を記載した明細を添付すること。

第４４号様式別表４記載要領

１ 　この計算書は、事業所用家屋である家屋に事業所等の用に供する部分（以 （４）　㋓の欄は､共用床面積のうち、㋐、㋑及び㋒以外の非課税に係る共用床



 

 

事業所等の（新設・廃止）申告書 

                                令和  年  月  日 

  久留米市長 宛て 

                住  所 福岡県久留米市城南町○○番地△ 

（所 在 地） 

申告者    氏   名 株式会社 □□□□□□□□ 

   （名  称）                

    
法人番号              

 

電話番号 

                                        （担当者名                  ） 

   事業所等を（新設・廃止）したので、久留米市市税条例第１４１条の１１の規定により 

下記のとおり申告します。 

記 

  

事業所番号  

事

業

所

等 

申

告

後

の 

事業種目 
 

 

市内事業所等の 

合計床面積 1234.56 ㎡ 

事 業 年 度 

又は課税期間 

R3 年４月 1 日から 

R4 年３月 31 日まで 

市内事業所等の 

合計従業者数 人 

当
該
（
新
設
・
廃
止
）
の
事
業
所
等 

事業所等の所在地 
久留米市○○町△△丁目□ 

（ビル名等             ） 

事業所等の名称 ○○支店 

事業所等の新設 

又は廃止年月日 
     R３年 4 月 15 日  新設・廃止 

事業所等の床面積 
専用部分 132.00 ㎡ 合計 

132.00 ㎡ 共用部分 ㎡ 

事 業 所 等 の 

従 業 者 数 

 

人 

の

所

有

者 

事
業
所
用
家
屋 

住   所 

又は所在地 

 

 

氏  名 

又は名称 

 

（電話番号       ） 

備  考  
 



 

※事業年度又は課税期間：新設・廃止の日が属する決算の期間（個人事業主の場合はその年の 1 月

1 日から 12 月 31 日）を記入してください。 

 

※新設年月日：新設の日とは、営業開始の日（オープン日）ではなく、当該事業所等における事業

の準備等を含む業務の開始日であり、通常賃貸借契約の期間の初日となります。 

 

※従業者数：当該事業所の従業者数を記入してください。 

 

※家屋番号：当該事業所用家屋の地番を記入してください。 

 

※共用部分の床面積：事業所用家屋の一区画を利用している場合は、当該家屋の共用部分が按分さ

れる場合がありますので、事業所用家屋の所有者に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５３ 



第５６号様式 

 

５４ 

事業所用家屋の貸付申告書 

                                  令和  年  月  日 

 

  久留米市長 あて 

                      住  所 福岡県久留米市城南町〇〇番地△ 

  （所 在 地） 

      

申告者    氏   名 株式会社 □□□□□□□□ 

      （名  称）                 

     

法人番号              

 電話番号  

                                        （担当者名                   ） 

 

   事業所用家屋の貸付状況について、久留米市市税条例第１４１条の１２の規定により、下記 

のとおり申告します。 

記 

貸 

 

付 

 

対 

 

象 

 

家 

 

屋 

名   称 ××ビル 

構造・階数 鉄筋コンクリート造８階 家屋番号 ○番○ 

所 在 地 久留米市城南町○－○ 

家屋の延床面積（②+⑤）                  ① 
 

 4,000 ㎡ 

専用部分の 

延 床 面 積 

専用部分の延床面積（③+④）         ② 
      

 2,842.22 ㎡ 

の

内

訳 

専

用

部

分 

事業所用の床面積          ③ 
      

 2,842.22 ㎡ 

人の居住用の床面積         ④ 
     

 ㎡ 

共用部分の 

延 床 面 積 

共用部分の延床面積（⑥+⑦）         ⑤ 
     

 1,157.78 ㎡ 

の

内

訳 

共

用

部

分 

非課税に係る共用床面積       ⑥ 
     

 ㎡ 

按分の対象となる共用床面積     ⑦ 
     

 1,157.78 ㎡ 
 



 

事業所用家屋貸付申告書記載例 

 

＜設 例＞  事業所用家屋の概要 

       1.建物の所在地   久留米市城南町○―○ 

 

 

       2.所 有 者   株式会社 □□□□□□□□ 

 

 

       3.所有者の所在地   福岡県久留米市城南町〇〇番地△ 

 

 

       4.構 造   鉄筋コンクリート造８階 

 

 

       5.床 面 積  （１）家屋の延べ床面積       4,000.00 ㎡ 

 

                 （２）（１）のうち専用部分の床面積 2,842.22 

 

                 （３）（１）のうち共用部分の床面積 1,157.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５５ 

 



 

※同一家屋内に、特殊関係者(子会社、兄弟会社等)があり、法第701条の32②により共同とみなされる事業がある場合は、こちらの明細書の提出をお願いします。

※「共用床面積②」の欄は、入居者全員の専用床面積による按分後の面積を記入してください。

６７人
合　　　　　　　　計

６４９㎡

㎡

㎡

㎡ 人㎡

人

人㎡ 人 人

㎡ ㎡ 人 人

㎡

㎡ ㎡

人

㎡

㎡ ㎡ ㎡ 人

３３４.９１㎡

５００㎡ ８７㎡

㎡

久留米市城南町〇〇番地△
１６５.０９㎡

備　考

主たる所在地(又は住所)
専用床面積① 事業所床面積

③(①＋②)
非課税床面積

④
差引人数
⑤－⑥共用床面積②

４８人 ０人 ４８人

３００㎡ ６４㎡ ２３６㎡

名称(又は氏名) 資産割 従業者割

株式会社　□□□□□□□□

４１３㎡

２１人

１９７.３２㎡

久留米市城南町〇〇番地△
１０２.６８㎡

有限会社　□□□□□□□□

ビル名等

３人 １９人

××ビルみなし共同事業がある事業所用家屋
（所在地）
久留米市城南町〇〇番地△

差引床面積
③－④

従業者数
⑤

非課税者数
⑥

み
な
し
共
同
事
業
に
係
る
特
殊
関
係
者

みなし共同事業に係る明細書 氏名又は名称
株式会社　〇〇〇〇〇〇〇〇

事業所番号

住所又は所在地
久留米市城南町〇〇番地△

算定期間
令和　　　３年　　　４月　　　１日から

令和　　　４年　　　３月　　　３１日まで



 

みなし共同事業に係る明細書記載例 

 

１ 名称・所在地 

貴社の名称（個人事業主の場合は氏名）及び本店所在地を記載してください。 

 

 

２ 算定期間 

     特殊関係者を有する者に係る課税標準の算定期間を記載してください。 

 

 

３ みなし共同事業の対象となる事業所用家屋・ビル名等 

      特殊関係者との共同事業とみなされる事業を行っている事業所用家屋について 

      記載してください。 

 

 

   ４ 事業所床面積及び従業者数 

「事業所床面積」及び「従業者数」の欄は、当該事業所におけるみなし共同事業に 

係る各共同事業者の「事業所床面積」及び「従業者数」をそれぞれ記載してください。  

「非課税床面積」及び「非課税従業者数」の欄は、当該事業所におけるみなし共同事 

業に係る各共同事業者の「非課税床面積」及び「非課税従業者数」をそれぞれ記載し 

てください。 
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非課税対象施設一覧表 

〔地方税法第７０１条の３４〕 

地方税法 

根拠規定 
対 象  要 件 等 資産割 従業者割 

701の 34 

① 
国・公共法人 

国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並び

に法人税法第２条第５号の公共法人 〇 〇 

701の 34 

② 
公益法人等 

法人税法第２条第６号の公益法人等又は人格のない社団等

が行う収益事業以外の事業 
〇 〇 

701の 34 

③-3 
教育文化施設 

博物館法第２条第１項の博物館、図書館法第２条第１項の

図書館、学校教育法附則第６条により設置された幼稚園 
〇 〇 

701の 34 

③-4 
公衆浴場 

都道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場。公衆浴場法 

（昭和２３年法律第１３９号）第１条第１項 
〇 〇 

701の 34 

③-5 
と畜場 

と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第３条第２項のと

畜場 
〇 〇 

701の 34 

③-6 
死亡獣畜取扱場 

化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第１

条第３項の死亡獣畜取扱場 
〇 〇 

701の 34 

③-7 
水道施設 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第８項の水道

事業者等の管理に属する水道施設 
〇 〇 

701の 34 

③-8 
一般廃棄物処理施設 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項若しくは

第６項の市町村長の許可若しくは同法第９条の８第１項の

環境大臣の認定を受けて、又は同法第７条第１項ただし書

若しくは同条第６項ただし書により市町村の委託を受けて

行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する

施設 

〇 〇 

701の 34 

③-9 
病院・診療所等 

医療法第１条の５の病院及び診療所、介護保険法第８条第

２８項、第２９項に規定する介護老人保健施設で医療法人

が開設するもの及び介護医療院で医療法人が開設するもの

並びに看護師等医療関係者の養成所 

〇 〇 

701の 34 

③-10 
生活保護施設 生活保護法第３８条第１項の保護施設 〇 〇 

701の 34 

③-10 の 2 
小規模保育施設 

児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業

の用に供する施設 
〇 〇 

701の 34 

③-10 の 3 
児童福祉施設 児童福祉法第７条第１項の児童福祉施設 〇 〇 

701の 34 

③-10 の 4 
認定子ども園 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第２条第６項に規定する認定子ども園 
〇 〇 

701の 34 

③-10 の 5 
老人福祉施設 老人福祉法第５条の３の老人福祉施設 〇 〇 

701の 34 

③-10 の 6 
障害者支援施設 障害者自立支援法第５条第１１項の障害者支援施設 〇 〇 

701の 34 

③-10 の 7 
社会福祉事業用施設 

社会福祉法第２条第１項の社会福祉事業の用に供する施設

で特定のもの（整理番号１０から１５までの該当施設を除

く） 

〇 〇 

701の 34 

③-10 の 8 
包括的支援事業用施設 

介護保険法第１１５条の４６第１項の包括的支援事業の用

に供する施設 
〇 〇 

701の 34 

③-10 の 9 
認可保育事業施設 

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

の用に供する施設（児童福祉法の第６条の３第９項、第１

１項、第１２項） 

〇 〇 



 

 

 

地方税法 

根拠規定 
対 象 要 件 等 資産割 従業者割 

701の 34 

③-11 
農林漁業生産施設 

農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する

施設 

 

〇 〇 

701の 34 

③-12 

農業協同組合等 

共同利用施設 

農業協同組合、水産業協同組合、森林組合等の法人が農林

水産業者の共同利用に供する施設 〇 〇 

701の 34 

③-14 
卸売市場等 

卸売市場法第２条第２項の卸売市場及びその機能を補完す

る施設 〇 〇 

701の 34 

③-16 
電気事業用施設 

電気事業法第２条第１項第１号の一般電気事業又は同項第

３号の卸電気事業の用に供する施設 〇 〇 

701の 34 

③-17 
ガス事業用施設 

ガス事業法第２条第１項の一般ガス事業又は同条第３項の

簡易ガス事業の用に供する施設 〇 〇 

701の 34 

③-18 

中小企業の集積の 

活性化事業用施設 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第１５条第１項第３

号ロの連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業

で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人

中小企業基盤整備機構から同号ロの貸付を受けて設置する

施設 

〇 〇 

701の 34 

③-19 

中小企業の産業の国際

競争力強化事業等に供 

する施設 

総合特別区域法第２条第２項第５号イに規定する国際戦略

総合特別区域における産業の国際競争力の強化に資する事

業又は同条第３項第５号イに規定する地域活性化総合特別

区域における地域の活性化に資する事業を行うため、市町

村からの資金の貸付けを受けて設置した、共同して又は一

の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用

に供する施設 

〇 〇 

701の 34 

③-20 
鉄道事業用施設 

鉄道事業法第７条第１項の鉄道事業者又は軌道法第４条の

軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設 
〇 〇 

701の 34 

③-21 
自動車運送事業用施設 

道路運送法第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業

若しくは貨物自動車運送事業法第２条第２項の一般貨物自

動車運送事業又は貨物利用運送事業法第２条第６項の貨物

利用運送事業のうち同条第４項の鉄道運送事業者の行う貨

物の運送に係るもの若しくは同条第８項の第２種貨物利用

運送事業のうち同条第３項の航空運送事業者の行う貨物の

運送に係るものを経営する者がその本来の事業の用に供す

る施設 

〇 〇 

701の 34 

③-22 

自動車運送事業用施設 

自動車ターミナル用施設 

自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第２条

第６項のバスターミナル又はトラックターミナルの用に供

する施設 

〇 〇 

701の 34 

③-23 
国際路線航空事業用施設 

国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置

される施設で当該国際路線に係る施設 
〇 〇 

701の 34 

③-24 
電気通信事業用施設 

専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第３号

の電気通信役務を提供する同条第４号の電気通信事業を営

む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する

施設 

〇 〇 

701の 34 

③-25 
一般信書便事業用施設 

民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項の

一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設 
〇 〇 



 

 

 

地方税法 

根拠規定 
対 象 要 件 等 資産割 従業者割 

701の 34 

③-25 の 2 
郵便事業用施設 

日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成１７年法律

第１００号）第４条第１項第１号及び第６号に掲げる業務

の用に供する施設 

〇 〇 

701の 34 

③-26 
勤労者の福利厚生施設 

福利厚生施設とは、事業所の事業活動の用に供されている

ものではなく、事業主が従業員の福利厚生のために設置し

た施設のことを言います。なお、事業活動の用に供される

施設か否かの判断については、あくまでも当該施設の使用

形態の実態等によって判断することになります。 

ア） 一般的に福利厚生施設とされるもの 

体育館、保養所、更衣室、休憩室、娯楽室、売店、

食堂、医療室、理髪室等です。 

イ） 福利厚生施設とされないもの 

業務の性質上設置された施設は福利厚生施設とされませ

ん。例えば、研修所、夜間勤務者のための仮眠室、制服着

用が義務付けられた事業所の更衣室、現場作業員のための

浴場、事業に関する専門知識向上のための図書室、その

他、廊下等に置かれた自動販売機、通勤施設としての駐車

場棟があります。また、会議室と兼用している休憩室等も

非課税になりません。 

〇 〇 

701の 34 

③-27 
路外駐車場 

駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２条第２号 

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自転車のため

の施設であって、一般公共の用に供される次に掲げるもの

をいいます。 

ア） 都市計画駐車場 

イ） 届出駐車場（駐車場法の規定に基づく届出に係るも

の） 

ウ） 不特定多数の者が利用する公共施設等から概ね２０

０ｍの距離の範囲内にあって、一般公共の用に供さ

れていると市長が認めたもの。 

（公共施設等） 

・駅等の交通施設 

・美術館、図書館、博物館等の文化施設 

・都道府県庁、市役所等の公的施設 

・商店街、大型店舗（大型店舗に併設される路外駐車場に

にあっては、他の大型店舗に限る。） 

・病院、ホール、スポーツ施設、公園、大学 

・その他の公益上必要な施設 

（注）次に掲げる部分は路外駐車場に該当しません。 

・駐車場の駐車部分のすべての月極貸（年貸）する場合。 

・駐車場の一部について月極貸（年貸）をしている

場合の当該一部。 

〇 〇 

701の 34 

③-28 
駐車場 

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第

１０号の原動機付自転車又は同項第１１号の２の自転車の

駐車のための施設で都市計画法第１１条第１項第１号に掲

げる駐車場として都市計画に定められたもの 

〇 〇 



 

 

 

地方税法 

根拠規定 
対 象 要 件 等 資産割 従業者割 

701の 34 

③-29 

 

高速道路事業用施設 

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本

高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道

路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道

路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第５条第１項第

１号、第２号又は第４号の事業の用に供する施設 

〇 〇 

701の 34 

④ 

消防用設備等 

及び防災施設・設備等 

百貨店、旅館その他の消防法（昭和２６年法律第１８６

号）第１７条第１項の防火対象物で多数の者が出入するも

のとして政令で定めるものに設置される同項の消防用設備

及び同条第３項の特殊消防用設備等並びに当該防火対象物

に設置される建築基準法第３５条の避難施設その他の政令

で定める防災に関する施設又は設備 

〇 ― 

701の 34 

⑤ 
港湾運送事業用施設 

港湾運送事業法（昭和２６年法律第１６１号）第９条第１

項の港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設 ― 〇 

 

 



 

 

【主な非課税対象施設】 

      ここでは、の非課税対象施設一覧表中、「勤労者の福利厚生施設」、「路外駐車場」、「消防用設備

等及び防災施設・設備等」について説明します。 

 

①  勤労者の福利厚生施設 

     福利厚生施設とは、事業所の事業活動の用に供されているものではなく、事業主が従業員の福

利厚生のために設置した施設のことをいいます。 

 なお、事業活動の用に供される施設か否かの判断については、あくまでも当該施設の使用 

形態の実態等によって判断することになります。 

イ） 一般的に福利厚生施設とされるもの 

       体育館、保養所、更衣室、休憩室、娯楽室、売店、食堂、診療室、理髪室等です。 

ロ） 福利厚生施設とされないもの 

   業務の性質上設置された施設は福利厚生施設とされません。 

   例えば、研修所、夜間勤務者のための仮眠室、制服着用が義務付けられた事業所の更衣 

室、現場作業員のための浴場、事業に関する専門知識向上のための図書室、その他、廊下 

等に置かれた自動販売機、通勤施設としての駐車場等があります。 

 また、会議室と兼用している休憩室等も非課税になりません。 

 

   ② 路外駐車場 

      路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公 

共の用に供される次に掲げるものをいいます。 

イ） 都市計画駐車場 

ロ） 届出駐車場（駐車場法の規定に基づく届出に係るもの） 

ハ） 不特定多数の者が利用する公共施設等から概ね 200ｍの距離の範囲内にあって、一般公共 

の用に供されると市長が認めたもの 

（公共施設等） 

・駅等の交通施設  

・美術館、図書館、博物館等の文化施設  

・都道府県庁、市役所等の公的施設 

・商店街、大型店舗（大型店舗に併設される路外駐車場にあっては、他の大型店舗に限る。） 

・病院、ホール、スポーツ施設、公園、大学 

・その他の公益上必要な施設 

    『注 意』 

      ○ 一般公共の用に供されているものであれば、有料、無料を問わず「路外駐車場」となりま

す。 

ただし、月極貸しの駐車場は非課税とされる路外駐車場には該当しません。 

        なお、非課税とされる施設には、駐車の用に供する部分のほか、車路、料金徴収所、ター

ンテーブル等が含まれます。 

③ 消防用設備等及び防災施設・設備等 

   非課税の対象となる消防用設備等及び防災施設・設備等は、消防法施行令別表 1「特定防火対

象物一覧表」に掲げられた施設のうち、政令に特に定めのある施設において、消防法や建築基準

法等の規定に基づき設置されたものがその対象となります。[令 56の 43] 

 



 

 

 

 

 

【消防用設備等の範囲】 

   ・消防法第 17条第 1項の消防用設備等で技術上の基準に適合するもの 

   ・消防法第 17条の 2の 5第 1項、第 17 条の 3第 1項の規定の適用があるもの 

  【防災施設・設備等の範囲】 

   ・建築基準法第 35条等の規定に適合するもの 

・建築基準法第 3条第 2項の適用がある建築物に設置されているもの     

 

   従って、以下に掲げる防火対象物、消防用設備及び防災施設、設備等に該当しない場合は、非

課税の適用はありませんのでご注意ください。 

 

 

【政令で定める特定防火対象物】 

（1） 
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

ロ 公会堂又は集会場 

（2） 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 

ロ 遊技場又はダンスホール 

ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 5項に規定する 

性風俗関連特殊営業を営む店舗（ニ並びに（1）項イ、（4）項、（5）項イ及び（9）項イ

に掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとし

て総務省令で定めるもの 

ニ カラオケボックスその他の遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を

含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるも

の。 

（3） 
イ 待合、料理店その他これらに類するもの 

ロ 飲食店 

（4） 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 

（5） イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 

（6） 

イ 病院、診療所又は助産所 

ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主とし

て要介護状態にある者を入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、救護施設、乳児

院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不自由児施設、重症心

身障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させる者に限る。）、

老人福祉法第 5 条の 2 第 4 項若しくは第 6 項に規定する老人短期入所事業若しくは認

知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第 5 条第 8 項若し

くは第 10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護）を行う施設（主として障害の

程度が重い者を入所させる者に限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。 



 

 

(6) 

ハ 老人デイサービスセンター、経費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援 

センター、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除 

く。）、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろう 

あ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児 

短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センタ 

ー、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）、地 

域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第 5条の 2第 3 項若しくは第 5項に 

規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 

又は障害者自立支援法第 5条第 6項から第 8項まで、第 10項若しくは第 13項から 

第 16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、 

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入 

所等施設を除く。） 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 

（9） イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 

（16） 
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（1）項から（4）項まで、（5）項 

イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 

（16の 2） 地下街 

（16の 3） 

建築物の地階（（16の 2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に設けられ

たものと当該地下道を合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）

項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。） 

 

 

【消防用設備等及び防災施設・設備等一覧表】 

項 目 
整理 

番号 

非課税対象設備等 

（床面積を有する部分に限り非課税です） 
区分※ 

非課税 

割 合 

消防用水槽・ポンプ室・

非常用電源等 

1 

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等の消防用

設備に係る水槽の設置部分・ポンプ室・パイプスペ

ースの部分、及びこれらの設備の非常電源に係る発

電室・蓄電室・変電室・電気配線シャフトの部分 消防 全部 

2 動力消防ポンプの設備の格納庫 

3 排煙設備の風道及び排煙機の設置部分 

消火栓薬剤の貯蔵庫避

難器具格納 

4 消火栓箱、消防用器具の格納箱等 

消防 全部 5 消化薬剤の貯蔵庫等 

6 避難器具の設置部 



 

 

 

中央管理室等 

7 
総合操作盤その他消防用設備等の操作機器の設置部

分 
消防 

全部 

8 中央管理室（7の部分を除く） 1／2 

階段・廊下 

９ 

階段 

（1）特別避難階段の階段室及びその附室 

（2）避難階段の階段室 

防災 全部 

（3）（1）又は（2）以外の直通階段で非難階 

へ通じる階段室 

（4）（1）～（3）以外の階段室（防火区画さ 

れているものに限る。） 

防災 1／2 

10 廊下の部分 防災 1／2 

非常用進入口等 

11 避難階における屋外への出入口の部分 防災 1／2 

12 非常用進入口（バルコニーを含む。） 防災 全部 

非常用エレベーター・

吹抜部分等 
13 

昇降機等 

（1）非常用エレベーターの昇降路（機械室を含む。） 
防災 全部 

（2）（1）以外のエレベーター、エスカレーター等の

昇降路（防火区画されているものに限る。） 

(3) 吹抜部分及びダクトスペースの部分等（防 

火区画されているものに限る。） 

防災 1／2 

避難通路 14 

避難通路（主要避難通路及び補助避難通路） 

（1）スプリンクラー設備の有効範囲内の避難 

通路[広域市町村圏事務組合火災予防 

条例の規定により設置するもの] 

防災 全部 

（2）（1）以外の避難通路[広域市町村圏火災予防条

例の規定により設置するもの] 
防災 1／2 

  ※「区分」欄の「消防」は消防設備等を「防災」は防災施設・設備等を示します。 

 



 

 

※「区分」欄の「消防」は消防設備等を「防災」は防災施設・設備等を示します。 

 

消防用設備等及び防災施設・設備等一覧表に係る注意事項 

○ 消防用設備等又は防災施設・設備等であっても、当該施設又は設備が壁、天井などに設置されていて、

専用床面積のないものについては、適用されません。 

 ○ 表中「避難通路」は久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第 63条、第 66条、第 68条の規 

定で設置が義務付けられた次の施設の避難通路になります。 

 

    第 63条（劇場等の屋内の客席） 

       劇場等の避難通路は、この規定に基き客席内に設けられたものをいう。 

    第 66条（キャバレー等の避難通路） 

       キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食  

店の階のうち当該階における客席の床面積が 150 ㎡以上の階の客席には、有  

効幅員 1.6ｍ (飲食店にあっては、 1.2ｍ )以上の避難通路を、客席の各部分  

からいす席、テーブル席又はボックス席 7 個以上を通過しないで、その一に  

達するように保有しなければならない。  

   第 68 条（百貨店等の避難通路等）  

    1  百貨店等の階のうち、当該階における売場又は展示場の床面積が 150 ㎡以  

上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅  

1.2ｍ (売場又は展示場の床面積が 300 ㎡以上のものにあっては、 1.6ｍ )以上  

の主要避難通路を 1 以上保有しなければならない。  

2  百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が 600 ㎡以上  

の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員 1.2ｍ以上の  

補助避難通路を保有しなければならない。  

 

○ 表中「整理番号 15の喫煙所」は久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第 34条（喫煙等）の 

規定に基づき措置を講じたものをいいます。 

従って、百貨店等の売場内の接客カウンターに灰皿が置かれている場合等は、非課税に該当しな 

いことになります。 

項 目 
整理 

番号 

非課税対象設備等 

（床面積を有する部分に限り非課税です） 
区分 

非課税 

割 合 

喫煙所 15 
喫煙所[広域市町村圏火災予防条例の規定によ 

り設置するもの] 
防災 1／2 

その他 

（行政命令に基づき

設置するもの） 

16 

（1）避難階段の附室 

（2）避難のための屋内バルコニー 

（3）防災センター及び防災サブセンター 

（4）消防用機器等の操作面積（行政命令によ 

り、その確保及び範囲が明定されている 

ものに限る。） 

防災 1／2 



 

 

課税標準の特例対象施設一覧表〔地方税法第７０１条の４１〕                                  

適用条項 施  設 措置又は特例の概要 資産割 従業者割 

第１項 

第１号 
協同組合等 法人税法第２条第７号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設 １／２ １／２ 

第１項 

第２号 
各種学校等 

学校教育法第１２４条の専修学校又は同法第１３４条第１項の各種学校（学校

法人又は私立学校法第６４条第４項の法人が設置する専修学校又は各種学校を

除く。）において直接教育の用に供する施設 

１／２ １／２ 

第１項 

第３号 

公害防止 

施設等 

事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は

資源の有効な利用のための施設 
３／４ ― 

第１項 

第４号 

公害防止事

業用施設 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項若しくは第６項若しくは第

１４条の４第１項若しくは第６項による許可又は同法第１５条の４の２第１項

による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の

防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設 

３／４ １／２ 

第１項 

第５号 
家畜市場 家畜取引法（昭和３１年法律第１２３号）第２条第３項の家畜市場 ３／４ ― 

第１項 

第６号 

生鮮食料品

価格安定用

施設 

生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設 ３／４ ― 

第１項 

第７号 

醸造業の製

造用施設 

みそ、しょうゆ若しくは食用酢又は酒類（酒税法（昭和 28 年法律第６号）第２

条第１項に規定する酒類をいう。）の製造業者が直接これらの製造の用に供する

施設 

３／４ ― 

第１項 

第８号 

木材取引市

場 

木材保管施

設 

木材取引のために開設される市場で特定のもの又は製材、合板の製造その他の

木材の加工を業とする者で特定のもの若しくは木材の販売を業とする者がその

事業の用に供する木材の保管施設 

３／４ ― 

第１項 

第９号 

ホテル、旅

館 

用施設 

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項のホテル営業又は同条第

３項の旅館営業の用に供する施設 
１／２ ― 

第１項 

第１０号 
港湾施設 

港湾法第２条第５項の港湾施設のうち同項第５号、第７号又は第８号の２に掲

げる施設 
１／２ １／２ 

第１項 

第１１号 
港湾施設 港湾法第２条第５項の港湾施設のうち同項第６号又は第８号に掲げる施設 ３／４ １／２ 

第１項 

第１２号 

外国コンテ

ナー貨物用

施設 

外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係

る荷さばきの用に供する施設 
１／２ ― 

 

 



 

 

課税標準の特例対象施設一覧表〔地方税法第７０１条の４１〕              

適用条項 施  設 要    件 資産割 従業者割 

第１項 

第１３号 

港湾運送事

業用上屋 

港湾運送事業法第２条第２項の港湾運送事業のうち同法第３条第１号又は第２

号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋 
１／２ ― 

第１項 

第１４号 

倉庫業者 

の倉庫 

倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第７条第１項の倉庫業者がその本来の

事業の用に供する倉庫 
３／４ ― 

第１項 

第１５号 

タクシー事

業 

用施設 

道路運送法第３条第１号ハに掲げる事業（タクシー業務適正化特別措置法（昭

和４５年法律第７５号）第２条第３項のタクシー事業に限る。）の用に供する施

設 

１／２ １／２ 

第１項 

第１６号 

公共の飛行

場に設置さ

れる施設 

公共の飛行場に設置される施設（第７０１条の３４第３項第２３号に掲げるも

のを除く。） 
１／２ １／２ 

第１項 

第１７号 

流通業務地

区内の特定

施設 

流通業務市街地整備に関する法律第４条第１項の流通業務地区内に設置される

同法第５条第１項第１号、第３号から第５号まで又は第９号に掲げる施設 
１／２ １／２ 

第１項 

第１８号 

流通業務地

区内の倉庫

業者の倉庫 

流通業務市街地整備に関する法律第４条第１項の流通業務地区内に設置される

倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの 
３／４ １／２ 

第１項 

第１９号 

特定信書便 

事業の用に 

供する施設 

民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第９項の特定信書便事業者が

その本来の事業の用に供する施設 
１／２ １／２ 

第２項 

心身障害者 

多数雇用 

事業所 

心身障害者を多数雇用するものとして特定の事業所等（障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４９条第１項第６号の助成金の

支給に係る施設又は設備に係るもの） 

１／２ ― 

附 則 

第３３条

第５項 

特定農産加

工事業用施

設 

特定農産加工業経営改善臨時措置法第３条第１項の規定による承認を受けた同

法第２条第２項に規定する特定農産加工業者又は同法第３条第１項に規定する

特定事業協同組合等が同法第４条第２項に規定する承認計画に従って実施する

同法第３条第１項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で一定

のもの（当該事業が法人の事業である場合には令和５年３月３１日までに終了

する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には令和４年分まで） 

１／４ ― 

附 則 

第３３条

第６項 

企業主導型

保育事業用

施設 

平成２９年４月１日から令和５年３月３１日までの期間に、子ども・子育て

支援法第５９条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業

主導型保育事業の運営費に係る政府の補助を受けた施設のうち当該補助に係

るもの 

３／４ ３／４ 

 



減免対象施設一覧表 

施     設 減免の割合 

１ 「教科書出版事業用施設」 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第 132

号）第 2 条第 1 項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る

売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の 2 分の 1 に相当する金額を超える

場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 

資産割及び従業者割の 

2 分の 1 

２ 「劇場等」 法第 72 条の 2 第 8 項第 28 号に規定する演劇興行業の用に供する施設

（以下「劇場等」という。）で次に掲げるもの 

 

 

 

ア その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリ

ティショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるも

の 

資産割の 2 分の 1 

 

イ ア以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の

延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの

（おおむね同程度以上） 

当該舞台等に係る資産

割の 2 分の 1 

３ 「指定自動車教習所」 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 99 条第 1 項に規定

する指定自動車教習所 

資産割及び従業者割の 

2 分の 1 

４ 「修学旅行バス用施設」 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 9 条の 2 第 1 項

に規定する一般自動車運送事業者で同法第 3 条第 1 号ロに掲げる一般貸切旅客自動

車運送事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設。  

ただし、その者が、当該事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第 1 条

に規定する学校（大学を除く。）又は同法第 124 条に規定する専修学校がその生徒、

児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。 

資産割及び従業者割の

一定割合（一定割合と

は、当該旅行に係るバ

スの総走行キロメート

ル数の合計数を当該者

の本来の事業に係るバ

スの総走行キロメート

ル数の合計数で除して

得た数に 2 分の 1 を乗

じて得た割合をいう） 

５ 「酒類卸売業の保管倉庫」 酒税法（昭和 28 年法律第 6 号）第 9 条第１項に規定す

る酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 

資産割の 2 分の 1 

６ 「タクシー事業用施設」 法第 701 条の 41 第 1 項の表第 15 号に掲げる施設で、当該

施設に係る事業を行う者が市の区域内に有するタクシーの台数が 250 台以下である

もの 

資産割及び従業者割の

全部 

７ 「中小企業近代化助成施設」 旧中小企業振興事業団法（昭和 42 年法律第 56 号）の

施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和 31 年法律第 115 号）に基

づく付けを受けて設置された施設で、法第 701 条の 34 第 3 項第 19 号に規定する事業

に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 

資産割及び従業者割の

全部 

８ 「農林中央金庫」 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 

（農林中央金庫法平成１３年法律第９３号） 

      

資産割及び従業者割の

全部 



  

減免対象施設一覧表 

施     設 減免の割合 

９ 「農業協同組合等の共同利用施設」 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並

びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設（法第 701 条の 34

第 3 項第 12 号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設

及びこれに類する施設を除く。） 

資産割及び従業者割の

全部 

１０ 果実飲料等の保管用施設」 果実飲料の日本農林規格（平成 10 年農林水産省告示第

1075 号）第 1 条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格（昭和 49 年農林

省告示第 567 号）第 2 条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための

倉庫（市内に有する当該倉庫の合計延床面積 3,000 平方メートル以下の場合に限る。） 

資産割の 2 分の 1 

１１ 「ビルメンテナンス業施設」 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその

本来の事業の用に供する施設 

従業者割の全額 

１２ 「列車内の食堂及び売店の事業用施設」 列車内において食堂及び売店の事業を行

う者がその本来の事業の用に供する施設 

従業者割の 2 分の 1 

１３ 「古紙回収事業用施設」 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 資産割の 2 分の 1 

１４ 「家具保管用施設」 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保

管のために要する施設 

資産割の 2 分の 1 

１５ 「ねん糸等製造の保管用施設」 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う

者（ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。）並びに機械染

色整理の事業を行う者で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11 年

法律第 18 号）第 2 条に規定する中小企業に該当するものが、原材料又は製品の保管

（織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。）の用に供する施設 

資産割の 2 分の 1 

１６ 「つけものの製造用施設」 野菜又は果実（梅に限る。）の漬物の製造業者が直接こ

れらの製造の用に供する施設で、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のた

めの施設以外の施設 

資産割の 4 分の 3 

１７ 「 藺 製 品 製 造 業 の 保 管 施 設 」 藺 製 品 の製造を行う者が、原材料又は製品の

保管の用に供する施設（藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花莚に係るものを

含む。） 

資産割の 2 分の 1 

１８ 「倉庫業者の倉庫」 地方税法第 701 条の 41 第 1 項の表の第 11 号、第 13 号、第

14 号又は第 18 号に掲げる施設のうち、倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第 7 条

第 1 項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫（市内に有する当該

倉庫に係る事業所床面積の合計面積が 30,000 平方メートル未満であるものに限

る。） 

資産割及び従業者割の

全部 

１９ 「粘土かわら製造業保管施設」 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料

置場、乾燥場（成形場、施 釉 場 を含む。）及び製品倉庫 

資産割の 2 分の 1 

２０  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設 市長が定める割合 

２１ 天災その他災害等により、事業所用家屋が滅失し又は甚大な損害を受けた場合 市長が定める割合 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

【お問い合せ先】 

久留米市 市民文化部市民税課 事業所税担当 

〒830-8520 福岡県久留米市城南町１５番地３ 

TEL０９４２－３０－９０９８  

FAX０９４２－３０－９７５３ 

参照条文等の凡例 

法令名・参照条文等は次の略号をもって表示しています。 

       「地方税法」・・・・・・・・・・・・・・法  

「地方税法施行令」・・・・・・・・・・・令  

「地方税法施行規則」・・・・・・・・・・規 

「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係）」・・・通知 

        [例] 法 701条の 31①(6)は、地方税法第 701条の 31第 1項第 6号 

           を表示しています。 


